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要 旨

①　精神保健福祉法第 36 条第 1 項は、「精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その
医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行う
ことができる」と定めている。また、昭和 63 年 4 月 8 日厚生省告示第 130 号は、身体
的拘束は自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合などにおいて、他によい代替
方法がない場合に限り用い、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければ
ならないと定めている。

②　日本で身体的拘束を受けた患者数は、平成 15（2003）年から平成 25（2013）年の間
に倍増しており、平成 29（2017）年にピークを迎えた後も 1 万人超の状態が続き、高
止まりとなっている。身体的拘束の実施率について国際比較を行った研究によれば、日
本の実施率は、諸外国と比べ、突出して高い。

③　身体的拘束には人権の侵害のおそれがある上、患者の身体的健康を損ない、精神的苦
痛をもたらすなどの弊害があるにもかかわらず、精神科病院において多くの身体的拘束
が実施されている。その要因として、認知症の高齢患者の増加、精神科病院の人手不足、
身体的拘束を所与の前提とした医療スタッフの教育や患者の治療、患者の安全性や患者
による暴力に係る医療スタッフの不安、患者の人権を守る役割を担う精神医療審査会の
機能的限界などが考えられる。

④　国連障害者権利委員会が障害者権利条約に基づき実施した対日審査の結果、2022 年 9
月に取りまとめられた総括所見においても、精神科病院における障害者の身体的拘束は
「懸念をもって注目する」事項に挙げられ、精神障害者の強制治療を合法化し虐待につ
ながる全ての法規定を廃止するなどの勧告が出されている。現在、政府は、厚生省告示
第 130 号が定める身体的拘束の基準を明確化する検討を行っている。

⑤　ドイツにおいては、2018 年に連邦憲法裁判所が、身体の自由を継続的に剥奪するに
は裁判官による決定が必要であるとの判決を下し、連邦及び一部の州では同判決を受け
て 2019 年に法改正が行われた。イギリスにおいては、2018 年に「精神保健施設（力の
行使）法」が制定され、精神保健施設における行動制限の実施に係る透明性を確保する
ための様々な措置が規定された。イタリアでは精神科病院は廃止された一方、これを代
替する総合病院における精神科病棟等では身体的拘束が実施されており、その削減に向
けた取組が行われている。
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はじめに

　日本において精神病床を有する病院は令和 4（2022）年 6 月末時点において 1,545 病院、精
神病床数は 30 万 8667 床、入院患者数は 25 万 8920 人に及び、長期入院や身体的拘束など、患
者の人権に関わる問題が深刻化している。身体的拘束は、同年において少なくとも 1 万 903 人
の入院患者に対して行われており、諸外国と比べ、その数は突出して多い（1）。身体的拘束は患
者の尊厳に関わる倫理的問題を提起するほか、患者の身体的、精神的側面においても弊害をも
たらすとされ、患者の死亡につながる場合もある。
　本稿では、日本における精神障害者の身体的拘束に係る現状を概観し、身体的拘束の問題点、
身体的拘束の最小化が困難とされる背景、障害者権利条約に基づく対日審査において国際連合
障害者権利委員会から指摘された課題、身体的拘束に係る近年の政策動向について概略を述べ、
最後にドイツ、イギリス、イタリアの精神科病院、精神科病棟における身体的拘束の状況を紹
介する（2）。

Ⅰ　身体的拘束の現状

　本章では、まず日本の精神科病院における身体的拘束の法律上の定義及び身体的拘束を行う
ことのできる要件について確認し、次いで統計及び研究から看取できる身体的拘束の実態につ
いて概観する。

１　身体的拘束の定義及び基準
（1）身体的拘束の定義
　「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」（昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福
祉法」という。）第 36 条第 1 項によれば、「精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その
医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことが
できる。」とされている。
　さらに、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 36 条第 3 項の規定に基づき厚生労働
大臣が定める行動の制限」（昭和 63 年 4 月 8 日厚生省告示第 129 号）において、身体的拘束は
「衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行
動の制限」と定義されている。

＊本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は、令和 6（2024）年 5 月 31 日である。
＊文中における「現在」は、特に断り書きがない限り、令和 6（2024）年 5 月 31 日である。
⑴　統計数値は、厚生労働省「精神保健福祉資料　630 調査　令和 4 年度」国立精神・神経医療研究センターウェ

ブサイト <https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/630.html> による。
⑵　なお、精神科病院のほか、一般医療、介護施設、障害者福祉施設においても身体的拘束が問題となり得るが、
本稿においては精神科病院における身体的拘束のみを扱う。また、精神科病院では、身体的拘束と同様に患者の「隔
離」も問題とされるが、本稿においては身体的拘束について述べる。なお、隔離とは、内側から患者本人の意思
によっては出ることができない部屋の中へ 1 人だけ入室させることにより、当該患者を他の患者から遮断する行
動の制限を指し、身体的拘束及び隔離を総称して「行動制限」という。
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（2）身体的拘束に係る基準
　精神保健福祉法第 37 条第 1 項の規定の下、病院管理者が遵守すべき基準として「精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」（昭
和 63 年 4 月 8 日厚生省告示第 130 号。以下「告示 130 号基準」という。）が定められ、この告
示 130 号基準において、身体的拘束に関する基本的な考え方、対象となる患者、遵守事項が示
されている（3）。概要は以下のとおりである。なお、身体的拘束を行うことができるのは、精神
保健指定医（4）が必要と認めた場合のみである（精神保健福祉法第 36 条第 3 項）（5）。

①基本的な考え方
　 　身体的拘束は代替方法が見いだされるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の
制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない。また、身
体的拘束は患者の生命を保護すること、重大な身体損傷を防ぐことに重点を置いた行動制限
であり、制裁、懲罰、見せしめのために身体的拘束を行ってはならない。

　 　身体的拘束を行う場合は特別に作られた衣類又は綿入り帯等を使用するものとし、手錠等
の刑具類、紐、縄等は使用してはならない。

　
②対象となる患者
　 　身体的拘束の対象は次のとおりである。なお、この箇所は、Ⅳで述べる告示 130 号基準の
見直しの検討に関わる部分であるため、原文のまま引用する。

　 「身体的拘束の対象となる患者は、主として次のような場合に該当すると認められる患者で
あり、身体的拘束以外によい代替方法がない場合において行われるものとする。

　　　ア　自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合
　　　イ　多動又は不穏が顕著である場合
　　　ウ　 ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及

ぶおそれがある場合」

③遵守事項
　 　当該患者に対しては身体的拘束を行う理由を知らせるよう努める。診療録には、身体的拘
束を行った旨とその理由、開始及び解除した日時を記載する。身体的拘束を行っている間は
原則として常時の臨床的観察を行い、適切な医療及び保護を確保しなければない。医師は身
体的拘束が漫然と行われることがないように頻回に診察を行う。

⑶　なお、厚生労働省の身体拘束ゼロ作戦推進会議が介護の現場に関わる人々に向けて作成した、『身体拘束ゼロ
への手引き―高齢者ケアに関わるすべての人に―』厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」, 2001 では、危機
が差し迫っている旨を「切迫性」、他に方法がない旨を「非代替性」、短時間で解除する旨を「一時性」とし、併
せて 3 要件と呼んでいる。厚生労働省の「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」
が令和 4（2022）年に公表した報告書では、告示 130 号基準においてもこの 3 要件を明示してはどうかとの提案
がなされている（Ⅳの 2（1）で後述）。

⑷　一定の実務経験を有し、厚生労働省で定める研修を終了した医師のうちから、患者本人の意思によらない入院
や行動制限の判定を行う者として厚生労働大臣が指定した者（精神保健福祉法第 18 条第 1 項）。

⑸　「精神疾患による入院患者の適正な処遇等の確保について」（平成 10 年 9 月 28 日健医発第 1302 号）厚生労働
省ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4584&dataType=1&pageNo=1> では、身体的拘束は
「精神保健指定医が診察し、必要と認めた場合に限り行うこと。」とされている。
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２　身体的拘束の実施状況
　上述したとおり、告示 130 号基準において、身体的拘束はあくまで「やむを得ない処置」であ
り、「できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならない」と定められている。
しかし、現状においては、身体的拘束を受ける患者は増加してきており、その人数は諸外国と比
較して多い。本項では、統計及び研究によって把握されている身体的拘束の状況について述べる。

（1）身体的拘束の実施数の増加
　厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が「精神保健福祉資料」（通称「630
調査」）によって身体的拘束の把握を開始した平成 15（2003）年から、令和 4（2022）年までの、
身体的拘束を受けた患者の人数の推移を図に示す。
　身体的拘束を受けた患者数は、平成 15（2003）年から平成 25（2013）年の間に 2 倍に達し、
平成 29（2017）年にピークを迎えた後、現在まで 1 万人超の状態が続いている。
　

図　日本の精神科病院において身体的拘束が実施（指示）された人数

（注）人数は各年の 6 月 30 日時点の値である。
（出典）厚生労働省「精神保健福祉資料」平成 15 ～令和 4 年度を基に筆者作成。
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（2）患者に対する拘束期間
　では、身体的拘束はどの程度の期間にわたって実施されるのであろうか。
　国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所の研究班が、精神科を有する 188 病院を対
象として分析した調査によれば、令和元（2019）年 6 月時点における患者に対する身体的拘束
指示期間及び期間ごとの割合は、表 1 のとおりである（6）。

⑹　山之内芳雄『精神病床における行動制限に関する検討』（令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金　障
害者政策総合研究事業（精神障害分野）医療計画、障害福祉計画の効果的なモニタリング体制の構築のための研
究　分担研究報告書）2020, p.71. 厚生労働科学研究成果データベース <https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/
files/2019/192131/201918037A_upload/201918037A0007.pdf>
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　身体的拘束指示期間が 1 か月以上のケースが全体の 11.5% を占めているほか、10 年以上に
わたって身体的拘束を受けていたケースも 2 件ある。なお、身体的拘束指示期間の平均は 36
日間、最大日数は 5,663 日に及んだ。

表１　精神科を有する病院における身体的拘束指示期間及びその割合（2019 年）
1日
のみ

2日以上
1 週間未満

1 週間以上
2 週間未満

2 週間以上
1か月未満

1か月以上
3 か月未満

3 か月以上
1 年未満

1 年以上
5 年未満

5 年以上
10 年未満

10 年
以上

身体的拘束
指示件数 104 件 957 件 172 件 152 件 106 件 41 件 28 件 3 件 2 件

割合 6.6% 61.2% 11.0% 9.7% 6.8% 2.6% 1.8% 0.2% 0.1%

（出典）山之内芳雄『精神病床における行動制限に関する検討』（令和元年度厚生労働行政推進調査事業費補助金　
障害者政策総合研究事業（精神障害分野）医療計画、障害福祉計画の効果的なモニタリング体制の構築のための
研究　分担研究報告書）2020. 厚生労働科学研究成果データベース <https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/
files/2019/192131/201918037A_upload/201918037A0007.pdf> を基に筆者作成。

（3）身体的拘束の実施数の国際比較
　日本における身体的拘束の実施率を諸外国と比較した調査として、これまでに 2 つの研究が
行われている。1 つは令和 2（2020）年に発表された国際共同研究であり（7）、日本、アメリカ、
オーストラリア、ニュージーランドの精神科病院において行われた身体的拘束の実施率（1 日
当たり、人口 100 万人当たりの実施人数）を比較したものである（表 2）。
　この研究によれば、日本における身体的拘束の割合は、アメリカの 266 倍、オーストラリア
の 599 倍、ニュージーランドの 3,000 倍以上に当たる（8）。
　
表２　身体的拘束を受けた人数（1日当たり、人口 100 万人当たり）

国 対象年齢層 人数
日本 全年齢 98.8 人
アメリカ 全年齢 0.371 人
オーストラリア 全年齢 0.165 人
ニュージーランド 15 ～ 64 歳 0.0305 人

（注）2017 年における数値を比較したものである。
（出典）G. Newton-Howes et al., “The use of mechanical restraint in Pacific Rim countries: an international epidemiological 

study,” Epidemiology and Psychiatric Sciences, Volume 29, 2020.12. <https://www.cambridge.org/core/journals/
epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/use-of-mechanical-restraint-in-pacific-rim-countries-an-international-
epidemiological-study/9BFF0B4D9B2EFFA130A423FCDA3B2664> を基に筆者作成。

  
　もう 1 つは、この研究チームに新たなメンバーを加えて実施され、令和 6（2024）年に発表
された国際共同研究である（9）。対象にはイギリス（イングランド及びウェールズ）、ドイツ、

⑺　G. Newton-Howes et al., “The use of mechanical restraint in Pacific Rim countries: an international epidemiological study,” 
Epidemiology and Psychiatric Sciences, Volume 29, 2020.12. <https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-
psychiatric-sciences/article/use-of-mechanical-restraint-in-pacific-rim-countries-an-international-epidemiological-study/9BFF
0B4D9B2EFFA130A423FCDA3B2664>

⑻　「身体拘束：日本の身体拘束、米豪の 200 倍以上　精神科病院、国際チーム分析」『毎日新聞』2021.3.24,  夕刊.
⑼　Martha K. Savage et al., “Comparison of coercive practices in worldwide mental healthcare: overcoming difficulties 

resulting from variations in monitoring strategies,” BJPsych Open, 10(1), 2024 Jan 11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC10790218/pdf/S2056472423006130a.pdf>
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アイルランド、オランダが加えられ、計 9 つの国又は地域における身体的拘束の実施率が比較
されている（表 3）。この研究においても、やはり日本における身体的拘束の割合が最も高い
ことが示されている。

表３　身体的拘束を受けた人数（1年当たり、人口 10 万人当たり）
国 統計取得年次 人数

日本 2017 120 人
アメリカ 2017 18 人
イングランド 2017 － 2018 1.9 人
ウェールズ 2013 0 人 
ドイツ 2013 81 人 
アイルランド 2020 3.1 人 
オランダ 2013 22 人 
オーストラリア 2016/2017 6 人
ニュージーランド 2016/2017 0.72 人

（出典）Martha K. Savage et al., “Comparison of coercive practices in worldwide mental healthcare: overcoming difficulties 
resulting from variations in monitoring strategies,” BJPsych Open, 10(1), 2024 Jan 11. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
articles/PMC10790218/pdf/S2056472423006130a.pdf> を基に筆者作成。

３　身体的拘束の問題点
　身体的拘束には憲法で保障された権利を侵害するおそれがあるばかりでなく、拘束を受けた
患者の身体の健康を損ない、甚だしい場合には患者を死に至らしめる可能性もある。また、身
体的拘束は患者の尊厳を奪い、精神的苦痛をもたらし、精神疾患を悪化させる危険がある上、
患者の家族や看護師等のメンタルヘルスにも悪影響が及ぶ場合がある。さらに、違法な身体的
拘束は病院の社会的信用を損ねることにもなる。身体的拘束がはらむ問題を以下に整理する。

（1）人権上の問題
　日本国憲法第 13 条は「すべて国民は、個人として尊重される」と規定しており、個人を尊
重するという考え方が「拘束場面で失われているという可能性を常に意識する必要がある」と
の指摘がある（10）。日本国憲法第 13 条及び第 31 条はみだりに身体を拘束されない自由を保障
しているほか、第 21 条第 1 項は表現活動を、第 22 条第 1 項は移動の自由及び職業選択の自由
を保障しており、憲法上の権利としてのこれらの自由が身体的拘束によって侵害される場合に
は、適正な手続によることが要請される（11）。
　また、人権制約が正当化されるのは、その制約が必要性や相当性を充足した場合であり、かつ、
直面する人権の重要性に鑑みれば、その制約の程度も最小限度でなければならないとされる（12）。
こうした考え方を踏まえ、精神保健指定医の判断による形式的要件さえ満たせば違法性が阻却
されるわけではなく、許容性が肯定されるには実体判断が必要であるとの見解がある（13）。

⑽　東奈央「精神科医療における身体拘束―人権からの考察―」『精神神経学雑誌』122(12), 2020.12, p.947. <https://
journal.jspn.or.jp/jspn/openpdf/1220120946.pdf>

⑾　同上, pp.948-949. なお、平成 28（2016）年 12 月に死亡した患者の遺族が病院に損害賠償を求めた訴訟において、
精神保健指定医が命じた身体的拘束の判断は裁量を逸脱していたとの判決により、原告が勝訴した事例がある。
表 4 参照。

⑿　大谷實『精神保健福祉法講義　新版　第 3 版』成文堂,  2017,  pp.113-115.
⒀　東　前掲注⑽,  p.949.
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（2）身体的弊害
　身体的拘束は、関節の拘縮、筋力の低下、圧迫部位の褥瘡（じょくそう）の発生、食欲の低
下、心肺機能・感染症への抵抗力の低下などの身体的弊害をもたらすとされている（14）。
　加えて、深部静脈血栓症等を発症し、突然死に至る場合もある（15）。日本精神科病院協会の
会員病院による平成 6（1994）～平成 29（2017）年の事故報告を同協会が分析した調査によれ
ば、全事故報告 5,993 例における突然死の割合は 6.8% だったのに対し、身体的拘束に係る事
故報告 137 例における突然死の割合は、31.4% であり、身体的拘束事例において突然死の比率
が高いことが示された。また、身体的拘束事例において死因が明らかになっているもののうち、
最も多いのは肺動脈血栓塞栓症であった（16）。なお、身体的拘束が原因で患者が死亡した主な
事例については 4 で述べる。

（3）精神的弊害
　身体的拘束によって、本人に怒り、屈辱、あきらめ等の多大な精神的苦痛を与え、人間とし
ての尊厳を侵すこと（17）、身体的拘束が認知症を進行させ、せん妄を頻発させるおそれがある
こと、家族に対しても、混乱、後悔、罪悪感による大きな精神的苦痛を与えること、看護師等
も自らが行うケアに誇りが持てなくなり、士気の低下を招くことなどが指摘されている（18）。

（4）社会的弊害
　介護福祉施設等においては、身体的拘束は看護・介護スタッフの士気を低下させ、施設に対
する社会的な不信や偏見を引き起こす等の弊害をもたらすことが指摘されている（19）。同様の
ことが精神科病院についても当てはまり、例えば身体的拘束中に患者が死亡又は負傷するなど
の事件が発生した場合には、精神科病院の信用の大きな失墜につながる（20）。

４　身体的拘束による患者の死亡事例
　精神科病院において患者が身体的拘束により死亡した事例や、身体的拘束による死亡の可能
性が疑われる事例が、少なからず報道されている。また、平成 28（2016）年 1月から平成 30（2018）
年 11 月までの間に拘束後に死亡した患者のうち、身体的拘束との「因果関係がある」か「因
果関係が否定できない」と判断された事案について、読売新聞が取材したところ、いずれかに

⒁　『身体拘束ゼロへの手引き―高齢者ケアに関わるすべての人に―』前掲注⑶, p.6. 同書は介護の現場に関わる
人々に向けて作成されたものであるが、身体的拘束に係る 3 つの弊害（身体的弊害、精神的弊害、社会的弊害）
に関する記述（p.6）は、精神科病院における身体的拘束の弊害に言及する際にもしばしば挙げられる。

⒂　須藤康彦「身体拘束をめぐる諸問題」『日本精神科病院協会雑誌』41(6),  2022.6,  p.26.
⒃　岩下覚「行動制限に関連した医療事故―日精協に寄せられた事故報告書に基づく検討―」『日本精神科病院協
会雑誌』37(12),  2018.12,  pp.23-27.

⒄　身体的拘束はトラウマ的な体験として長期にわたる苦痛を患者にもたらす場合があるが、患者本人からはその
ことがなかなか語られず、医療従事者には察知しがたいことが指摘されている。明間正人「身体拘束の弊害をど
のように伝えていくか―医療安全を全人的な観点からとらえ直す―」『精神科看護』48(3),  2021.3,  pp.10-12.

⒅　『身体拘束ゼロへの手引き―高齢者ケアに関わるすべての人に―』前掲注⑶
⒆　同上
⒇　例として、平成 10（1998）年 5 月、国立療養所犀潟病院において患者が身体的拘束中に死亡した事件が挙げら

れる。この事件を受け、厚生省保健医療局国立病院部長は各国立病院・療養所・センター長宛てに発出した通知
において、「我が国の精神医療に対する社会的信用を損ね、また、国立医療機関としての信頼を失墜させた」とし、
精神保健福祉法や告示 130 号基準の遵守に万全を期すよう指示した。前掲注⑸を参照。
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該当する死亡者が 47 人に上ったと報じられている（21）。
　精神科病院における身体的拘束の実施が患者の死亡の原因となった可能性がある、近年の主
な事例について、訴訟が提起された事案を中心に表 4 に挙げる。

表４　身体的拘束中又は拘束後に患者が死亡した近年の事例
死亡時 病院 患者 概要

2008 年
3 月

貝塚中央病院
（大阪府貝塚市） 男性（48 歳）

2008 年 1 月、身体的拘束中にベッドから宙づりになり、同年 3 月
に死亡。大阪地方裁判所は 2011 年 4 月 15 日、被告の元看護師に
対し、精神保健指定医の指示がないまま拘束したのは医療行為と
して正当性を欠くとして、懲役 2 年 6 月、執行猶予 4 年の判決を
言い渡した。

2016 年
1 月

東京都足立区の
精神科病院 女性（56 歳）

入院直後に 7 日間の身体的拘束を受けた後、肺血栓塞栓症で死亡。
遺族は違法な身体的拘束が原因であったとし、病院側に損害賠償
を求めて提訴した。東京地方裁判所は 1 審判決において身体的拘
束の合理性を認め、原告側の請求を棄却したが、2022 年 4 月 7 日、
東京高等裁判所の控訴審において和解が成立し、病院側は解決金
を支払い、再発防止に努めると約束した。

2016 年
12 月

ときわ病院
（石川県野々市市） 男性（40 歳）

2016 年 12 月､ 入院中に死亡。両親は不当な身体的拘束に起因す
る死亡であるとし、損害賠償を求めて病院側を提訴した。金沢地
方裁判所は 2020年 1月の 1審判決において、看護師への暴力があっ
たとして拘束の必要性を認め、請求を棄却したのに対し、名古屋
高等裁判所金沢支部は同年 12 月の 2 審判決において、死亡の約 1
週間前は患者に暴力的な言動が見られなかったとし、拘束は違法
と結論付けた。2021 年 10 月 19 日、最高裁判所第 3 小法廷は上告
審において病院側の上告を退け、病院を経営する社会福祉法人に
約 3500 万円の賠償を命じた 2 審判決が確定した。

2017 年
3 月

長野県上田市の
精神科病院 女性（24 歳）

2017 年 3 月、入院中に死亡。両親は違法な身体的拘束が原因であっ
たなどとして病院を運営する医療法人に損害賠償を求めた。2024
年 1 月 25 日、長野地方裁判所上田支部は同法人に約 3710 万円の
支払を命じる判決を下した。病院側は判決を不服として控訴した。

2017 年
5 月 

大和病院
（神奈川県大和市）

ニュージーラ
ンド国籍の男
性（27 歳） 

2017 年 5 月、10 日間にわたる身体的拘束中に死亡。搬送先の主治
医は死因を深部静脈血栓症に続発する肺塞栓症か薬の副作用と推
定したが、病院側は病院の対応と死亡との因果関係を全面的に否
定し、医療事故調査制度（注）による死因の調査依頼も行わないとし
た。本事案は「ガーディアン」紙や「NZ ヘラルド」紙を含め国内
外の多数のメディアで報じられた。

2021 年
4 月

兵庫県神戸市の
精神科病院 女性（47 歳）

2021 年 4 月、入院中に死亡。遺族は違法な身体的拘束が原因であっ
たとして、2024 年 2 月 14 日、精神科病院の運営法人に損害賠償
を求めて神戸地方裁判所に提訴し、現在係争中である。

（注）医療法の改正により 2015 年に開始された制度。医療事故が発生した医療機関において調査を行い、その調査
報告を民間の第三者機関である医療事故調査・支援センターが分析することで再発防止につなげる。

（出典）「拘束患者死亡で有罪　貝塚の病院元職員に判決　大阪地裁」『読売新聞』2011.4.16; 長谷川利夫「身体拘束
を問う（1）返らない命とそこからの問いかけ」『精神看護』25(5), 2022.9, p.445; 「身体拘束 遺族と和解　精神科
病院 再発防止を約束」『朝日新聞』2022.4.8; 長谷川利夫「身体拘束を問う（2）大畠一也さんのこと」『精神看護』
25(6), 2022.11, pp.540-545; 「精神科病院死亡、3710 万円賠償命令　身体拘束巡り」『毎日新聞』（長野版）
2024.01.30; 「身体拘束「違法」認定判決に不服、上田市の病院側が控訴」『信濃毎日新聞』2024.2.7; 「「違法な身
体拘束で死亡」遺族が精神科病院を提訴　神戸」『毎日新聞』（兵庫版）2024.2.15 等を基に筆者作成。

　

㉑　「身体拘束　突然死の危険　警察に届け出　3 年で 40 人以上」『読売新聞』2019.9.1.
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　これらの事例のうち、平成 28（2016）年 12 月に石川県野々市市の精神科病院内で身体的拘
束後に患者が死亡した事例については、表 4 に記したとおり、遺族が病院側に損害賠償を求め
た訴訟を提起し、勝訴した。名古屋高等裁判所は 2 審において「身体的拘束は、身体の隔離よ
りも更に人権制限の度合いが著しいものであり…当該患者の生命の保護や重大な身体損傷を防
ぐことに重点を置いたものであるから、これを選択するに当たっては特に慎重な配慮を要する」
と述べ、「医師の判断は、早きに失し、精神保健指定医に認められた身体的拘束の必要性の判
断についての裁量を逸脱するものであり、本件身体的拘束を開始したことは違法というべきで
ある。」とする判決を下した（22）。
　この判決について、当事者団体である「全国「精神病」者集団」は、「本判決の意義は、従
来の判決のように精神保健指定医が判断したという形式要件にとどまらず、精神保健指定医の
判断の中身に関する実体要件にまで目が向けられたこと」にあるとして、判決を評価した（23）。
　他方、日本精神科病院協会は声明を発表し、同判決が「今後の精神科医療のあり方に対して
多大な影響を及ぼすものとして、到底容認できるものではない。」（24）と批判した。同協会の山崎
學会長は令和 3（2021）年 11 月の記者会見において、身体的拘束は精神保健福祉法で定められ
厳格に管理されている診察行動であり、現場の患者の状態を知らない裁判長が判決を出すのは
容認できず、人員が揃（そろ）わない場合は拘束を必要とする患者を断ることになると述べた（25）。

Ⅱ　身体的拘束が広く実施されている背景

　以上に挙げたとおり、身体的拘束には人権上の問題があるとの指摘があり、様々な弊害をも
たらすとされ、時には患者を死に至らしめる危険があることも知られている。他方、現在もな
お 1 万人を超える患者に対して身体的拘束が実施されている。その数は平成 29（2017）年にピー
クとなるまで増加を続け、過去 5 年間においても横ばいの状況であり、減少に転じたとは言い
がたい。
　平成 20（2008）年 11 月から 翌年 3 月にかけて、精神科病院 15 か所の医療従事者を対象に
実施したアンケート調査によれば、回答者の 91.7% が、隔離及び身体的拘束の「適切な使用
により問題の重篤化を防ぐことができる」としている（26）。このような認識の背景にある要因
について述べた主な見解を、以下に掲げる（27）。

１　認知症等の増加
　身体的拘束が行われる理由として「転倒転落」及び「身体的検査処置の安全な施行を損なう

㉒　令和 2 年 12 月 16 日名古屋高等裁判所金沢支部判決　判例時報 2504 号 95 頁
㉓　「上告しないことを求める要望書」2021.1.9.  全国「精神病」者集団ウェブサイト <https://jngmdp.net/2021/01/ 

09/20210109-2/>
㉔　日本精神科病院協会「声明　令和 3 年（受）第 526 号上告受理申立て事件に対する最高裁第 3 小法廷の不受理

決定について」2021.11.22. <https://www.nisseikyo.or.jp/about/teigen/images/20211122_seimei.pdf>
㉕　社会保険研究所「日精協が身体拘束を違法とする判決に抗議（11 月 26 日）」2021.11.29. <https://media.shaho.

co.jp/n/n55ba271e56ad>
㉖　長谷川利夫『精神科医療の隔離・身体拘束』日本評論社,  2013,  p.68.
㉗　国内の文献検討を通じて身体的拘束の課題を整理した研究として次の論文があり、本稿の執筆に当たって参考
とした。岩澤敦史・井上善行「精神科病院における身体拘束の課題と最小化を目指すために必要な要因―国内の
文献検討を通して―」『日本赤十字看護学会誌』23(1), 2022, pp.36-45. <https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrcsns/23/ 
1/23_230105/_pdf/-char/ja>
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行動」が多いことから、入院患者に占める高齢者や認知症の割合の増加や医療安全意識の高ま
りが、身体拘束件数の増加につながっているのではないかとの推察がある（28）。認知症を含む
器質性精神障害との診断を受けた患者及び 75 歳以上の患者において、身体的拘束を実施され
る割合が有意に高いとする研究もある（29）。
　厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部が、精神病床における隔離・身体的拘束の実態調査（30）

を分析して令和 3（2021）年にまとめた結果も、高齢者における身体的拘束の増加や、主診断
における認知症等の器質性精神疾患の増加を踏まえ、身体的拘束指示の増加の背景には高齢化
に伴う認知症等の増加が影響している可能性があるとしている（31）。
　他方、認知症の増加だけでは認知症入院者の入院形態として想定しにくい任意入院において
も身体的拘束が増加傾向であるため、身体的拘束の増加要因は説明できない可能性があるとの
指摘もある（32）。その場合、考え得る他の要因として以下が挙げられる。

２　精神科病院の人手不足
　日本の精神科病院における病床数は精神科医の人数に比して非常に多く、入院治療に頼る医
療形態になっているとの指摘がある。日本の人口 10 万人当たり精神科医師数は他国と比べて
著しく少ないわけではないものの、人口 10 万人当たりの精神病床数は突出しており、精神科
医師 1 人当たりの負担は大きいと考えられている（33）。
　精神病床数は、昭和 35（1960）年には約 9 万 5000 床であったのに対し、平成 6（1994）年
には約 36 万床にまで増加した（34）。こうした増加の要因としては、「精神衛生法」（昭和 25 年
法律第 123 号）（35）の制定及び精神病院増設に向けた政府の施策が挙げられる。昭和 25（1950）年、
精神衛生法の制定によって従来の私宅監置制度（36）は廃止され、長期にわたって束縛する必要
のある精神障害者は原則として精神病院又は精神病室に収容することとされた（37）。
　政府は昭和 29（1954）年に民間精神科病院に対する国庫補助を、昭和 35（1960）年には医
療金融公庫による精神科病院建設への融資を開始し（38）、また昭和 36（1961）年には措置入院（39）

に対する国庫負担率を引き上げ、精神科病院の増加を後押しし、精神科病院の新築又は増築ラッ
シュを招来したとされる（40）。

㉘　三宅美智ほか「精神病床における拘束に関する 15 年間の変化」『日本精神科看護学術集会誌』60(2), 2018, 
pp.129-133.

㉙　加藤博之・長谷川利夫「「精神保健福祉資料」（630 調査）から考える精神科病院の身体拘束実施状況」『川崎市
立看護短期大学紀要』25(1),  2020.3,  pp.6, 8, 13-14. <https://kawa-ccon.repo.nii.ac.jp/record/617/files/25-1.pdf>

㉚　山之内　前掲注⑹ 
㉛　「精神病床の隔離・身体的拘束で実態調査分析結果　指示の背景に高齢化や認知症の増加も影響」『週刊保健衛
生ニュース』2107 号,  2021.4.26,  pp.49-50.

㉜　東　前掲注⑽,  pp.947-948. 
㉝　医療問題弁護団「精神科医療における身体拘束に関する意見書」2018.7.18. <https://iryo-bengo.com/wp/2018/07/18/>
㉞　長谷川利夫「「身体拘束」からみる日本の人権状況」『世界』921 号,  2019.6,  p.187.
㉟　同法は昭和 62（1987）年に改正されて「精神保健法」となり、さらに平成 7（1995）年の改正によって精神保
健福祉法となった。

㊱　私宅監置とは、精神障害者を自宅の一室や敷地内の小屋などに監禁する措置をいう。
㊲　藤野ヤヨイ「我が国における精神障害者処遇の歴史的変遷―法制度を中心に―」『新潟青陵大学紀要』5 号,  

2005.3,  pp.205-207. <https://doi.org/10.32147/00001144>
㊳　井上新平「精神医療の動向」『公衆衛生研究』47(2), 1998.6, p.83. <https://www.niph.go.jp/journal/data/47-2/1998 

47020002.pdf>
㊴　自身を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれがあると都道府県知事が認めた精神障害者について、本人及び関
係者の同意なしに強制的に入院させることができる制度。

㊵　藤野　前掲注㊲,  p.207.
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　他方、厚生省は昭和 33（1958）年、精神病床を増設するまでの一時的措置として、各都道
府県知事宛てに事務次官通知（通称「精神科特例」）（41）を発出し、精神科の病床に必要な医師
数は一般病床の 3 分の 1、看護師・准看護師は 3 分の 2 でよいと認めた。この措置が現在も形
を変えて続き（42）、慢性的な人手不足を生む結果となり、多くの身体的拘束が行われる原因と
なっているとされる（43）。また、こうした人的配置が身体的拘束を長期化させているとの研究
もある（44）。

３　身体的拘束を前提とした教育、治療
　精神科医療に携わる医療従事者は実情を知らないまま精神科病院で働き始め、隔離や身体的
拘束が自然な治療の選択肢として体に沁み込むように教育されるため、既成概念である隔離・
身体的拘束をどのように治療にいかすかという発想にたどり着くのが精一杯ではないか、との
見解がある（45）。
　拘束具が整備されている病棟では、「拘束具があるから実施する」「過去に経験したから今回
も実施する」との現場判断が生じる可能性があることも指摘される（46）。拘束具の普及により、
身体的拘束を簡単に行えるようになったとの指摘もある（47）。

４　医療従事者の不安
　拘束具の使用を取りやめることについて、医療従事者は大きな不安に直面することが知られ
ている。身体的拘束に対する看護師の意識調査では、看護師の 75% が「身体拘束をすると安
心感がある」と回答している（48）。これまでの研究から、身体的拘束を行わないことの医療従
事者の不安には、患者の安全性が脅かされるとの不安に加え、患者からの暴力等、様々な言動
に対する不安が存在することが看取できる。

（1）患者の安全性に対する不安
　15 か所の精神科病院の医療従事者に対して実施した前述のアンケート調査では、回答者の
85.6% が、隔離・身体的拘束を行わないことによる不安として「本人の事故が起きるかもしれ
ない」と回答した。また、隔離・身体的拘束に対する認識としては「患者の保護のために行う
もの」と回答した者が 89.5%、「自殺企図防止に効果的」と回答した者が 81.8% であった（49）。
　看護師を対象とした別の意識調査では、回答者全員が「身体拘束は患者の安全を守るために

㊶　「特殊病院に置くべき医師その他の従業員の定数について」（昭和 33 年 10 月 2 日発医第 132 号）厚生労働省ウェ
ブサイト <https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta6290&dataType=1&pageNo=1>

㊷　現在の医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 19 条に基づく人員配置は、一般病床においては患者
16 人につき医師 1 人、患者 3 人につき看護師 1 人であるのに対し、精神病床においては患者 48 人につき医師 1 人、
患者 4 人につき看護師 1 人である。

㊸　「「身体拘束」 日本はなぜ多いのか」『毎日新聞』（電子版）2021.3.17.
㊹　野田寿恵ほか「精神科急性期における経時的な隔離・身体拘束中の危険性評価―ビジュアルアナログスケール
を用いた新たな評価表による試み―」『精神医学』58(10),  2016.10,  p.861.

㊺　蓑島豪智「隔離・身体的拘束が必要であるという「文化」「常識」を問い直してみる」『病院・地域精神医学』
61(2),  2019.2,  p.29.

㊻　東　前掲注⑽,  p.948.
㊼　「人を縛り付ける「身体拘束」　決めるのは誰か　闇に失われる民主主義」『毎日新聞』（電子版）2023.6.25.
㊽　長田恵美子ほか「精神科閉鎖病棟における看護師の身体拘束に関する意識調査」『日本精神科看護学術集会誌』

60(2),  2018,  pp.158-161.
㊾　長谷川　前掲注㉖,  pp.68, 74.
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必要だと（強く）思う」と回答している（50）。
　人権への配慮を強化すれば、行動制限をより縮減することが要請されるのに対し、患者本人
の生命・身体・健康を保護するという要請を重視するならば、身体的拘束は安全確保のための
手段として正当化され得るとし、精神医療の現場は行動制限の最小化と医療安全管理・医療事
故防止との間のジレンマに悩んできたとの指摘がある（51）。
　日本精神科病院協会の山崎學会長は、新聞取材のインタビューに対して「拘束しないで、患
者さんが逆に自殺したとか、転倒骨折したとかの方が怖い」と述べ、心は痛まないかとの問い
については「適切に法律で決まっている。患者さんの安全を考えて拘束して、なぜ心が痛むの？
しないことで、もっと変な結果が出る方がおっかないじゃないか」と答えている（52）。

（2）患者の暴力等に対する不安
　精神科病院 15 か所の医療従事者を対象とする前述のアンケート調査によれば、医療従事者
の 4 分の 3 が患者から暴力を振るわれており、患者に対する具体的な不安として、84.5% が「患
者が物やスタッフに対して物品を投げつける」、84.3% が「他患が暴力をふるわれる」と回答
したほか、多くの医療従事者が「スタッフに敵意を示す」「仕返しを示唆する発言をする」「挑
発的な言動をとる」「スタッフに言葉で攻撃する」「大声をあげる」といった様々な患者の行為
に脅威を感じているとされた（53）。
　別の研究でも、入院患者が危険な行動を再び起こす可能性が、身体的拘束を実施する際の判
断に一定程度加味されていると指摘されている（54）。

５　精神医療審査会の限界
　精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するため、
精神保健福祉法第 12 条に基づいて各都道府県に設置された組織であり、精神科病院に入院し
ている患者や保護者等から退院請求や処遇改善請求があった場合、その処遇等について専門的
かつ独立的な機関として審査を行うこととされている（55）。しかし、現状において、同審査会
は患者の人権擁護の役割を十分に果たせていないとの指摘がある。
　主として問題とされるのは、①精神医療審査会の組織としての独立性、②審査会によって要
求が認められる事案の少なさ（56）、③審査にかかる時間の長さ（57）などである。
　①については、各都道府県及び政令指定都市に設置され、各都道府県内に事務局があるため、
真に公正かつ独立した第三者機関たりえていないとの批判がある（58）。また、審査会において

㊿　長田ほか　前掲注㊽
�　岩下覚ほか「行動制限最小化と医療安全管理とのジレンマ」『日本精神科病院協会雑誌』41(6), 2022.6, pp.15-

16.
�　「身体拘束　精神科病院協会の山崎学会長に聞く」『東京新聞』2023.7.7.
�　長谷川　前掲注㉖,  pp.74-79.
�　野田ほか　前掲注㊹,  p.860.
�　川本哲郎「精神障害者の人権と法―行動制限（身体拘束と隔離）を中心にして―」『同志社法学』70(6), 2019.3,  

p.12. <https://doshisha.repo.nii.ac.jp/record/26831/files/028004030001.pdf>
�　篠原由利子「精神医療審査会の機能と限界」『社会福祉学部論集』15 号, 2019.3, pp.47-50, 55-56. <https://archives.

bukkyo-u.ac.jp/rp-contents/FO/0015/FO00150L045.pdf>
�　同上,  p.51.
�　日本弁護士連合会「精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議」2021.10.15, pp.12-13. <https://www.nichibenren.

or.jp/library/ja/civil_liberties/data/2021.pdf>
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審査を行う合議体は、医療委員、法律家委員、保健福祉士委員によって構成されるが、実際に
は医療委員が過半を占めており、審査は医療に寄りがちになるとの指摘もある（59）。②につい
ては、令和 4（2022）年度に審査した処遇改善請求 521 件のうち、精神医療審査会が「入院又
は処遇は不適当」とした事案は 51 件（9.8%）である（60）。③については、令和 4（2022）年度
における処遇改善請求の受理から審査結果の通知までの期間は平均 39.1 日であり（61）、審査の
迅速化に向けた取組が必要であるとの指摘もなされている（62）。

Ⅲ　障害者権利条約と日本の身体的拘束

　国連総会によって採択され、日本も批准国である「障害者の権利に関する条約」（以下「障
害者権利条約」という。）は、「全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平
等な享有を促進し、保護し、及び確保すること並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進するこ
と」を目的としており、その対象には精神障害者も含まれている（第 1 条）（63）。本章では、同
条約において身体的拘束がどのように位置付けられているか、また、同条約に基づいて実施さ
れた対日審査の結果、国際連合障害者権利委員会からいかなる所見が出されたかを概観する。

１　障害者権利条約の概要
　障害者権利条約は、平成 18（2006）年 12 月 13 日に国連総会において採択され、平成 20（2008）
年 5 月 3 日に発効した。日本は平成 19（2007）年 9 月 28 日に署名、平成 26（2014）年 1 月
20 日に批准書を寄託し、同条約は同年 2 月 19 日に発効した（平成 26 年条約第 1 号）。同条約は、
障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目
的とし、障害者の権利の実現のための措置等について定めたものである（64）。
　身体的拘束に関しては、第 15 条において次のように定められている（65）。
第 15 条　拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
1　いかなる者も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰
を受けない。特に、いかなる者も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。

2　締約国は、障害者が、他の者との平等を基礎として、拷問又は残虐な、非人道的な若しく
は品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けることがないようにするため、全ての効果的な

�　篠原　前掲注�,  pp.50-51.
�　「表 4-3　精神医療審査会の審査状況（処遇改善の請求）、都道府県－指定都市（再掲）別」厚生労働省『令和 4

年度衛生行政報告例』2023.10. e-stat 政府統計の総合窓口ウェブサイト <https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-dow
nload?statInfId=000040111898&fileKind=1>

�　「令和 4 年度　精神医療審査会機能③処遇改善要求」（精神保健福祉資料　630 調査）国立精神・神経医療研究
センターウェブサイト <https://www.ncnp.go.jp/nimh/seisaku/data/assets/excel/r4/r4_630_jititai.zip?v=2023080101>

�　これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会『報告書』 2017, pp.18-19. 厚生労働省ウェブサイト 
<https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000152026.pdf>

�　 障害者については「長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用
により他の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。」
と定められている。「障害者の権利に関する条約」p.6. 外務省ウェブサイト <https://www.mofa.go.jp/mofaj/
files/000018093.pdf>

�　「障害者の権利に関する条約（略称：障害者権利条約）」2024.3.13. 外務省ウェブサイト <https://www.mofa.go.jp/
mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html>

�　同上
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立法上、行政上、司法上その他の措置をとる。

２　「日本の第 1回政府報告に関する総括所見」の概要
　障害者権利条約は、専門家から成る障害者権利委員会を設置し、国家報告制度等を通じて締
約国による条約上の義務の履行状況を監視することとしている。締約国の政府は同委員会に報
告を提出し、同委員会は締約国に対する事前質問及び委員と締約国との間で交わされる建設的
対話を経て、審査結果を総括所見として公表する（66）。
　日本政府からの最初の報告となる「障害者の権利に関する条約　第 1 回日本政府報告」（67）は
平成 28（2016）年 6 月 30 日に提出され、障害者権利委員会は上に述べたプロセスを経て、令
和 4（2022）年 9 月 22 日の会合において「日本の第 1 回政府報告に関する総括所見」（以下「総
括所見」という。）（68）を採択した。この総括所見において、障害者権利委員会は障害者権利条
約第 15 条に関し、「懸念をもって注目する」とした事項を 3 点挙げ、それぞれについて日本に
対する勧告を行った。内容は表 5 のとおりである。

表５　日本の精神科病院における身体的拘束に対する障害者権利委員会の第 1回総括所見

懸念をもって注目するとされた事項 勧告

a

・精神科病院における障害者の隔離、身体的及び化
学的拘束（注）、強制投薬、強制認知療法及び電気け
いれん療法を含む強制的な治療

・心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の
医療及び観察等に関する法律を含む、これらの慣
行を合法化する法律

・精神障害者の強制治療を合法化し、虐待につなが
る全ての法規定を廃止するとともに、精神障害者
に関して、あらゆる介入を人権規範及び本条約に
基づく締約国の義務に基づくものにすることを確
保すること

b

・精神科病院における強制治療及び虐待を防止し報
告することを確保するための、精神医療審査会の
対象範囲及び独立性の欠如

・障害者団体と協力の上、精神医学環境における障
害者へのあらゆる形態の強制治療又は虐待の防止
及び報告のための、効果的な独立した監視の仕組
みを設置すること

c

・強制治療又は長期入院を受けた障害者の権利の侵
害を調査するための独立した監視制度の欠如

・また、精神科病院における苦情及び申立ての仕組
みの欠如

・精神科病院における、残虐で非人道的また品位を
傷つける取扱いを報告するために利用しやすい仕
組み及び被害者への効果的な救済策を設け、加害
者の起訴及び処罰を確保すること。

（注）患者を鎮静化するために向精神薬等を投薬すること。
（出典）障害者の権利に関する委員会「日本の第１回政府報告に関する総括所見［日本語仮訳］」2022.10.7. 外務省ウェ

ブサイト <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448721.pdf> を基に筆者作成。

Ⅳ　身体的拘束に係る政策動向

　本章では、精神科病院における身体的拘束への対応に係る政策の変遷及び現在の検討状況を、
時系列に沿って述べる。

�　山崎公士「総括所見の意義と活用―障害者権利条約・第 1 回国家報告審査を終えて―」『新ノーマライゼーショ
ン』42(12),  2022.12,  pp.2-4. <https://www.dinf.ne.jp/d/5/635.html>

�　「障害者の権利に関する条約　第 1 回日本政府報告（日本語仮訳）」外務省ウェブサイト <https://www.mofa.go.jp/
mofaj/files/000171085.pdf>

�　障害者の権利に関する委員会「日本の第 1 回政府報告に関する総括所見［日本語仮訳］」2022.10.7. 外務省ウェ
ブサイト <https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100448721.pdf>
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１　「行動制限最小化委員会」の設立と活動
（1）診療報酬における行動制限最小化委員会の設置の義務付け
　平成 10（1998）年、国立犀潟病院において違法な隔離及び身体的拘束の長期間の実施によ
る患者死亡事故等が発覚したことを契機に、これらの行動制限の最小化に向けた努力とその明
確な指針が求められるようになった。
　まず、平成 11（1999）年度から平成 12（2000）年度にかけて、障害保健福祉総合研究事業
として「精神科医療における行動制限の最小化に関する研究」が実施された。同研究において
精神科病床を有する全国の病院を対象に隔離・拘束の実態調査（69）が行われ、その結果を踏ま
えて「精神科医療における行動制限の最小化に関する指針」が作成された。さらに、研究に参
加した 9 病院に対して一定期間「行動制限審査委員会」を設置して検証を行い、病院内審査機
関による行動制限の評価が行動制限の適正化・最小化に有効であるとの結果を得た（70）。
　この研究結果を受けて、平成 16（2004）年度の診療報酬改定において新設された医療保護
入院（71）等診療料の中で行動制限最小化委員会の設置が義務付けられた。すなわち、精神科を
標榜する病院で医療保護入院等診療料を算定する場合は、必ず行動制限最小化委員会を設置し
なければならないこととされた（72）。その後、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行
規則」（昭和 25 年厚生省令第 31 号）第 5 条の 2 第 5 項において、精神科病院の基準として「精
神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその症状に応じて最も制限の少ない方法により行
われているかどうかを審議するため、行動制限最小化委員会を設けていること。」が加えられた。
　行動制限最小化委員会とは、各精神科病院内に設置され、病院全体の行動制限の動向把握、
隔離・拘束等の行動制限の妥当性の検討、職員への教育など、行動制限最小化の活動を推進す
る組織であり、医師（指定医 1 名以上）、看護師、精神保健福祉士、事務職、その他各病院に
おいて行動制限最小化の検討・推進に必要とされる職種の職員から成る（73）。

（2）行動制限最小化委員会の実態把握と業務マニュアルの作成
　各病院が医療保護入院等診療料を算定するためには、少なくとも月 1 回、行動制限最小化委
員会において入院医療についての定期的な評価を行う必要がある。しかし、同委員会の活動状
況に関する調査が不足していたことから、令和 3（2021）年度における障害者総合福祉推進事
業として、行動制限最小化委員会の活動に係る実態調査が実施された（74）。
　調査対象病院のうち、行動制限最小化委員会が隔離・拘束症例に対して勧告や介入を行った

�　浅井邦彦編『精神科医療における行動制限の最小化に関する研究 ―精神障害者の行動制限と人権確保のあり
方―』（平成 11 年度厚生科学研究費補助金（障害保健福祉総合研究事業））2000. 厚生労働科学研究成果データベー
ス <https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/3219>

�　浅井邦彦編『精神科医療における行動制限の最小化に関する研究 ―精神障害者の行動制限と人権確保のあり方
―第 2 報』（平成 12 年度厚生科学研究費補助金（障害保健福祉総合研究事業））2001. 厚生労働科学研究成果デー
タベース <https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/4181>

�　入院させなければ自傷他害のおそれのある精神障害者について、本人の代わりに家族等が同意することによっ
て入院させることができる制度。精神保健福祉法第 33 条の規定による。

�　日本精神科病院協会『行動制限最小化委員会の業務のためのマニュアル』2022, p.4. <https://www.nisseikyo.or.jp/
about/hojokin/images/2021_45_manual.pdf>

�　その他委員会活動の透明性を担保するため、弁護士やピアサポーターなど、外部委員を置くことも可能とされ
る。

�　日本精神科病院協会『行動制限最小化委員会の実態に関する研究―報告書―』（令和 3 年度障害者総合福祉推
進事業）2022.  厚生労働省ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963625.pdf>
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病院は 8 割弱であり、そのうち約 9 割で勧告や介入に対して実際に是正されたことがあったと
され、調査を行った日本精神科病院協会は「委員会が行動制限最小化に向けて大きく寄与して
いる証である。」として評価した（75）。また、同研究においては、行動制限最小化委員会の活動
に資するための「行動制限最小化委員会の業務のためのマニュアル」が作成された。
　他方、行動制限最小化委員会の活動の実効性については否定的な見方もある。「全国「精神病」
者集団」は、行動制限最小化委員会が新設されて以降、平成 18（2006）年から平成 28（2016）
年の 10 年間で身体的拘束の実施件数が 2 倍に増加したことを指摘し、「行動制限最小化委員会
は、方策として期待できないと言わざるを得ない。」と述べている（76）。

２　厚生労働省の検討会における検討
　令和 3（2021）年 10 月、厚生労働省の「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の
実現に向けた検討会」（以下「検討会」という。）が発足した。検討会は、「精神障害にも対応
した地域包括ケアシステム」の構築、令和 5 年度末で期限を迎える医療計画等の見直しに向け
た地域精神保健医療福祉体制、入院中の患者の意思決定支援や権利擁護の取組について検討を
行い（77）、結果を令和 4（2022）年 6 月 9 日に報告書として公表した（78）。
　報告書では、隔離・身体的拘束の最小化に関連する取組として、次の方向性が示された。

（1）告示 130 号基準の改正
　切迫性・非代替性・一時性（以下「3 要件」という。）の考え方（79）について、告示 130 号基
準において要件として明確に規定するべきであるとされた。また、単に「多動又は不穏が顕著
である場合」に身体的拘束が容易に行われることのないよう、その要件を、多動又は不穏が顕
著であって、かつ、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生命にまで危
険が及ぶおそれが切迫している場合や、常時の臨床的観察を行っても患者の生命にまで危険が
及ぶおそれが切迫している場合に限定し、身体的拘束の対象の明確化を図るべきであるとされ
た（80）。
　隔離・身体的拘束の最小化には、管理者のリーダーシップの下、組織全体で取り組み、隔離・
身体的拘束の可否は、指定医が判断するとともに、院内の関係者が幅広く参加したカンファレ
ンス等において、病院全体で妥当性や代替手段の検討を行う旨を明示するべきとされた。また、
行動制限最小化委員会の定期的な開催 、隔離・身体的拘束の最小化のための指針の整備、従
業者に対する研修の定期的実施についても、新たに規定 すべきとされた（81）。

�　同上,  p.91.
�　全国「精神病」者集団「身体拘束ゼロ化・行動制限最小化の論点整理」（第 8 回 地域で安心して暮らせる精神

保健医療福祉体制の実現に向けた検討会　参考資料 1-2）2022.3.31. 厚生労働省ウェブサイト <https://www.mhlw.
go.jp/content/12200000/000930759.pdf>

�　「「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」について」（第 1 回 地域で安心して
暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会　資料 2）2021.10.11. 厚生労働省ウェブサイト <https://
www.mhlw.go.jp/content/12200000/000841404.pdf>

�　地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会『報告書』2022.6.9. 厚生労働省ウェブサ
イト <https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000949216.pdf>

�　前掲注⑶を参照。
�　地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会　前掲注�,  pp.34-36.
�　同上, pp.36-37. こうしたプロセスの確保のため、診療報酬上の取扱いを含む実効的な方策を検討するべきとさ

れた。
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　さらに、告示 130 号基準では、隔離・身体的拘束を行うに当たって、患者にその理由を「知
らせるよう努める」とされているが、「説明する」と義務化するべきとされた。患者に対して
は処遇改善請求等の権利内容についても説明し、患者がその内容を把握できない状態にある場
合は、再度説明を行う必要がある旨を明らかにするべきとされた（82）。

（2）人員配置の充実について
　精神科病院における人員配置基準については、入院患者数に応じて精神病床の適切化を図る
とともに、入院患者に対して良質な精神科医療を提供できるよう、個々の病院の規模や機能に
応じ、医師・看護職員の適正配置や、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師等を含む適切
な職員配置を実現することが求められるとされた（83）。

３　告示 130 号基準の改正をめぐる議論
　検討会の報告書が公表された後、令和 4（2022）年 12 月 10 日に精神保健福祉法改正案（84）が
可決、成立した。しかし、行動制限に関して検討会が示した方向性については改正法に盛り込
まれず、引き続き検討が行われている。
　厚生労働省は令和 4 年度障害者総合福祉推進事業として「精神科医療における行動制限の最
小化に関する調査研究」を野村総合研究所（以下「野村総研」という。）に委託し、野村総研
は令和 5（2023）年 3 月に報告書を公表した（85）。同報告書は、主として行動制限を顕著に減少
させた病院の取組事例集（86）と、告示 130 号基準の改正に関する提言から成る。このうち、同
基準の改正に関する提言は次のとおりである（87）。

①検討会の報告書と同様、3 要件を身体的拘束の対象患者の要件として告示 130 号基準に明示
する。（具体的な記載イメージとして、「そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそ
れ又は重大な身体損傷を生ずるおそれが著しく高い」「身体的拘束以外によい代替方法がなく、
やむを得ない処置として行われるものである」「身体的拘束は一時的に行われるものであり、
必要な期間を超えて行われていないものである」との文言が示されている。）

②「多動又は不穏が顕著である場合」等の告示上の対象患者の記載は、それだけでは身体的拘
束の十分条件とならないことが明確になるよう、3 要件を先に明示した上で例示し、あくまで

�　同上,  p.36.
�　同上,  pp.38-39.
�　いわゆる束ね法案である「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する
法律案」（第 210 回国会閣法第 17 号）の一部として可決された。

�　『精神科医療における行動制限最小化に関する調査研究―報告書―』（厚生労働省令和 4 年度障害者総合福祉推
進事業）野村総合研究所, 2023.3. 厚生労働省ウェブサイト <https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001113658.
pdf>

�　同上, pp.51-79. 東京都立松沢病院、五稜会病院、秋田緑丘病院、和光病院、山梨県立北病院、沼津中央病院、
三河病院、犬山病院、岐阜病院、小阪病院、岡山県立精神科医療センター、まきび病院、オリブ山病院などの取
組が挙げられている。

�　これらのほか、実施に当たっての遵守事項については、身体的拘束の解除に向けた検討を行うこと、医師の頻
回の診察に当たって 3 要件を欠いた場合には速やかに解除することを明示することが提案された。また、身体的
拘束に当たって、実施の理由を可能な限りよく説明すること、二次的な身体的障害や心理的影響に関することを
含めて臨床的観察を行うことを明示すること、手続を満たせば行動制限を行ってもよいという誤解を招かないよ
う、要件を満たす場合に限られる旨を明記することなども提案された。
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3 要件を満たす場合に限り対象となる旨を明示する。

③「多動又は不穏が顕著である場合」の記載は更に明確化し、「多動又は不穏が顕著である場
合であって、そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれや重大な身体損傷のおそ
れがある場合」とする。また、患者が身体的合併症のために「そのまま放置すれば患者の生命
にまで危険が及ぶおそれや重大な身体損傷のおそれがある場合」についても、上記に準じて判
断する旨を明示する。

４　告示 130 号基準の改正案に対する批判
　検討会の報告書及び野村総研の報告書に関し、特に関係団体による議論の的となったのは、
告示 130 号基準の改正である。告示 130 号基準は昭和 63（1988）年に策定されて以来、現在
に至るまで 36 年間改定されず、慎重な扱いがなされていただけに（88）、その動向が注視された。

（1）検討会の報告書に対する批判
　令和 4（2022）年 10 月 20 日に開催された参議院予算委員会において、参考人として招致さ
れた杏林大学保健学部の長谷川利夫教授は、現行にない「治療が困難」というその要素を加え
ることは、今までよりも医師の裁量を広げることになるとした（89）。また、日本弁護士連合会は、
「多動又は不穏が顕著な場合」の厳格な解釈基準が示されず、多動又は不穏が顕著であること
を前提として「治療の困難性」という追加要件を付すことで、むしろ同要件の拡大解釈を許容
するものになっていると指摘し、検討会の報告書が提示した案に反対した（90）。

（2）野村総研の報告書に対する批判
　野村総研の報告書の提案からは、検討会の報告書において論議を呼んだ治療の困難性に関す
る要件が取り除かれたが、関係者からはなお論点が指摘された。
　日本弁護士連合会の小林元治会長は、野村総研の報告書の提言は不適切な身体的拘束をか
えって広く認めることになるとし、次の 3 点を挙げて批判した。①極めて限定的な緊急の場合
にしか認められない身体的拘束について、「切迫」ではなく「おそれ」とし、単なる予測段階
で認めることとしていること。②記載イメージにある「必要な期間」は、医師の主観的な治療
方針や、病院の人的・物的体制といった医療側の事情・判断に委ねられるおそれがあること。③身
体的合併症のために「そのまま放置すれば患者の生命にまで危険が及ぶおそれや重大な身体損
傷のおそれがある場合」の身体的拘束については、本人の同意なく身体的拘束を行った上で治
療することを認めることとなり、現行法上は認められていない強制治療を許容すること（91）。
　「全国「精神病」者集団」は、告示 130 号基準が定める身体的拘束の要件のうち「多動又は
不穏が顕著な場合」について、「これまで単に多動又は不穏というだけで身体的拘束を開始し

�　「法改正伴わず　異様　自由奪う判断「厚労相に白紙委任」」『東京新聞』2023.7.2.
�　第 210 回国会参議院予算委員会会議録第 2 号　令和 4 年 10 月 20 日　p.41.
�　日本弁護士連合会「厚生労働省「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書
の身体的拘束要件の見直しに対する意見書」2022.10.19, pp.2-3. <https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/
opinion/2022/221019_2.pdf>

�　小林元治「「厚生労働省令和 4 年度障害者総合福祉推進事業　精神科医療における行動制限最小化に関する調
査研究―報告書―」に対する会長声明」2023.9.7. 日本弁護士連合会ウェブサイト <https://www.nichibenren.or.jp/
document/statement/year/2023/230907.html>
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てよいとの誤解を招いてきた」とし、同要件そのものの削除を求めた（92）。

　なお、告示 130 号基準の改正のその後の動向は、令和 6（2024）年 4 月末現在において報じ
られていない。

Ⅴ　諸外国の精神科病院における身体的拘束

　本章では海外に目を転じ、ドイツ、イギリス、イタリアにおける、身体的拘束に関する近年
の動向を述べる。ドイツ及びイギリスでは、近年、身体的拘束に焦点を当てた法改正や立法が
行われており、その概要を中心に紹介する。また、精神医療改革で名高いイタリアにおいても、
一般病院の精神科病棟等における身体的拘束が問題視されており、その現状について述べる。

１　ドイツ
　ドイツにおいて精神科病院による身体的拘束は高い実施率を示しており（93）、その在り方に
ついては従来から論議されてきたところである。2018 年、連邦憲法裁判所は、身体的拘束が
基本権を侵害しているとし、身体の自由を継続的に剥奪するには裁判官の決定が必要であると
の判決を下した。この判決を受け、連邦、バイエルン州及びバーデン・ヴュルテンベルク州は
2019 年に法改正を行った。一連の経緯について以下に述べる。

（1）身体的拘束の法律上の規定
　ドイツにおける精神障害者等の身体的拘束は、民法（94）及び公法によってそれぞれ規定され
ている。概要は表 6 のとおりである。

表６　ドイツにおける身体的拘束に係る法律上の規定
法律 身体的拘束に関連する規定

民法

病院、老人ホーム、介護施設、精神科病院又は病棟等に滞在する者が、以下の①又は②の要件（注 1）を
満たす場合、世話人の同意及び裁判所の許可に基づき、機械的装置（注 2）、薬物又はその他の方法によっ
て、長期間又は規則的に自由を剥奪することができる（ドイツ民法第 1831 条第 4 項）。
①自傷の危険性がある場合（ドイツ民法第 1831 条第 1 項第 1 号）。
②治療上の必要性がある場合（ドイツ民法第 1831 条第 1 項第 2 号）。

公法

各州が法律を制定する権限を有する。対象者が、精神の疾患や障害により自身や他者を危険にさらす
場合、裁判所は行政庁の申請に基づき対象者の収容（強制入院）を許可する。
【例】バーデン・ヴュルテンベルク州の「精神障害者支援保護法」は、精神障害により自身の生命・健
康又は他者の利益に著しい危険をもたらす者は、他の方法で回避できない場合、収容を必要とすると
し（第 13 条第 3 項）、収容中に身体的拘束が行われる可能性がある（第 25 条第 2 項第 4 号）としている。

（注 1）要件は①及び②のみであり、他者に危害を加える場合等については要件に含まれない。
（注 2）「機械的装置」による方法とは、隔離、夜間のドアの施錠、ベルトや足かせによる拘束などを指す。
（出典）神野礼斉「強制入院と身体拘束に対する法的規制―ドイツ法を中心として―」『法と精神医療』31 号,  2016, 

pp.37, 39-41; 柑本美和「精神科医療における行動制限―身体的拘束について―」『法と精神医療』36 号,  2022, 
pp.101-103; BGB; Psychisch-Kranken-Gesetze vom 25. Juni 2019 (GBI. 2019 S. 230), <https://www.landesrecht-bw.de/
bsbw/document/jlr-PsychKGBWrahmen> を基に筆者作成。

�　「令和 4 年度推進事業「精神科医療における行動制限最小化に関する調査研究」報告書に記載を求める事項」
2023.3.17.  全国「精神病」者集団ウェブサイト <https://jngmdp.net/2023/03/17/20230317/>

�　Ⅰの 2（3）の表 3 に示した国際比較研究においては、ドイツは日本に次いで身体的拘束の実施率が高いとされる。
�　Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), 

das zuletzt durch Artikel 34 Absatz 3 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 411) geändert worden ist.
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（2）身体的拘束に係る連邦憲法裁判所の判決
　2018 年 7 月、連邦憲法裁判所は、バーデン・ヴュルテンベルク州及びバイエルン州の精神
科病院に入院していた患者に対して実施された身体的拘束について、ドイツ連邦共和国基本法
（憲法に当たる。以下「基本法」という。）に違反しているとの判決（95）を下した。異議申立て
及び判決の概要は次のとおりである。

（ⅰ）憲法異議の申立て
　2009 年 6 月、ミュンヘンの精神科病棟に入院した患者が 7 点拘束を受けたことに対し、患
者の申立人は、個人の自由に対する基本的権利は法律に基づいてのみ干渉されるところ、バイ
エルン州法には身体的拘束を認める具体的な根拠がないとして連邦憲法裁判所に憲法異議の申
立てを行った（96）。また、2015 年 3 月、バーデン・ヴュルテンベルク州の精神科病院に入院し
た別の患者が 5 点拘束（97）を受けたことについて、患者の申立人は、基本法に従えば身体的拘
束には裁判所の命令が必要であるとして連邦憲法裁判所に憲法異議の申立てを行った（98）。

（ⅱ）判決の概要
　これらの異議申立てに対し、2018 年 7 月 24 日、連邦憲法裁判所は判決を下し、①患者の拘束は
人身の自由に対する基本権の侵害であること、②短期間（30 分未満）とは言えない 5 点拘束及び
7 点拘束は、基本法第 104 条第 2 項にいう自由剥奪に当たること、③基本法第 104 条第 2 項は自由
剥奪について裁判官の決定を得なければならないと定めており、その旨を手続法上整備することを
要請していること、④拘束によって自由を剥奪される者に対する保護を保障するため、毎日午前 6
時から午後 9 時まで裁判官が待機する必要があることを述べた（99）。その上で、バーデン・ヴュル
テンベルク州及びバイエルン州に対し、2019 年 6 月 30 日までに必要な法改正を行うよう命じた（100）。

（3）判決を受けた法改正
　この判決を受けて、バーデン・ヴュルテンベルク州では精神障害者に対する身体的拘束の規
定を含む「精神障害者支援保護法（Psychisch-Kranken-Gesetz）」が改正され、2019 年 6 月 30
日に施行された（101）。同改正により、収容者の行動の可能性を広範又は完全に奪う自由剥奪を
伴う身体的拘束（102）は、認証を受けた施設の申請に基づき、裁判官の事前の命令によってのみ
認められるとされ（103）、その場合は原則として治療又は看護スタッフによる 1 対 1 のケアが確

�　Urteil des Zweiten Senats vom 24. Juli 2018  2 BvR 309/15. 2 BvR 502/16.
�　ibid., p.105.
�　身体的拘束のうち、両手両足と腹部を拘束する場合を「5 点拘束」、5 点拘束に加えて 2 箇所（胸部と額の周囲等）

を拘束する場合を「7 点拘束」という。
�　柑本美和「精神科医療における行動制限―身体的拘束について―」『法と精神医療』36 号,  2022,  pp.103-104.
�　神野礼斉「患者の身体拘束の要件に関するドイツ連邦憲法裁判所判決」『広島法科大学院論集』16 号, 2020.3, 

pp.283-284. <https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/49200/files/4163>
(100)　同上,  p.286.
(101)　Psychisch-Kranken-Gesetze vom 25. Juni 2019 (GBI. 2019 S. 230). <https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-

PsychKGBWrahmen>
(102)　ここでいう身体的拘束とは、5 点拘束及び 7 点拘束だけでなく、30 分以上実施されると予測される全ての身体
的拘束を指すものとされている。

(103)　渡邉斉志「精神科病院等における自由を剥奪する身体拘束に係る法規定の整備」『論究ジュリスト』31 号, 2019.
夏, p.173. なお、裁判官の命令が、施設内で生じる危険への対応に間に合わないおそれがある場合、施設は事後
的に裁判官の承認を求めることとされている。
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保されるものとされた（104）。
　そのほか、バイエルン州及び連邦でも、既存の法律を連邦憲法裁判所の判決に適合させる法
改正が行われた。バイエルン州では「司法執行における身体的拘束の法適合性を図るための法
律（Gesetz zur Anpassung des Rechts der Fixierung im bayerischen Justizvollzug）」 が 制 定 さ れ、
2019 年 7 月 1 日に施行された（105）。連邦においては「自由剥奪の枠組みにおける身体的拘束に
際しての本人の権利強化のための法律（Gesetz zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei 
Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen）」が制定され、2019 年 6 月 28 日に施行され
た（106）。いずれも精神障害者ではなく、刑務所に収容された受刑者を対象とする身体的拘束に
係る法改正を行うための法律であり、自由を剥奪する身体的拘束は、他者に対して暴力を振るっ
たり自傷や自殺の行為に及んだりする危険が迫っている場合にのみ認められることや、身体的
拘束の実施には裁判官の命令が必要であることが定められた（107）。

（4）法改正による効果
　バーデン・ヴュルテンベルク州における精神科病院の約 43 万 6000 人の入院患者を対象とし
た研究によれば、自由を制限する何らかの強制措置（拘束又は隔離）が実施された患者の割合
は、2015 ～ 2017 年の平均では 6.7% であったのに対し、2019 年には 5.8% に減少し、うち器
具を用いた「機械的拘束」の割合は 4.8% から 3.6% に減少した（108）。また、1 例当たりの拘束
及び隔離の累積時間の中央値は、12.7 時間から 11.9 時間に短縮されたとしている（109）。

２　イギリス
　イギリスにおける身体的拘束の実施の要件等については、「1983 年精神保健法（Mental 
Health Act 1983）」（110）の運用を定めた行動指針（Code of practice）に規定されている。また、
2018 年には、精神科病院における行動制限の在り方について定めた「2018 年精神保健施設（力
の行使）法（Mental Health Units (Use of Force) Act）」（111）（以下「力の行使法」という。）が制定
され、2022 年 3 月に施行された。これらの規定の概要について以下に述べる。

（1）1983 年精神保健法の行動指針における規定
　1983 年精神保健法の行動指針においては、行動制限措置の総称は「制限的介入（restrictive 
intervention）」とされる。制限的介入の一種である身体的拘束は、患者を直接の身体的接触によっ
て拘束する「身体による拘束（physical restraint）」と、ベルトなどの器具を用いて拘束する「機
械的拘束（mechanical restraint）」に大別される。これらのうち、制限的介入全般に係る定義・

(104)　柑本　前掲注�,  p.110.
(105)　Gesetz zur Anpassung des Rechts der Fixierung im bayerischen Justizvollzug vom 24. Juni 2019 (GVBl. 2019 S. 318). 

<https://www.verkuendung-bayern.de/gvbl/2019-318/>
(106)　Gesetz zur Stärkung der Rechte von Betroffenen bei Fixierungen im Rahmen von Freiheitsentziehungen vom 19. Juni.2019 

(BGBl. I 2019 S. 84). <https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0840.
pdf%27%5D__1710117692908>

(107)　渡邉　前掲注(103);  神野　前掲注�,  p.284.
(108)　Tilman Steinert et al., “Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 2018 zu Fixierungen,” Nervenarzt, 

Volume 93, 2022.3, pp.708, 712.
(109)　ibid.
(110)　Mental Health Act 1983 c.20. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20/contents>
(111)　Mental Health Units (Use of Force) Act 2018 c.27. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/27/enacted>
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要件に係る規定と、日本の身体的拘束に近い意味を持つ機械的拘束に係る規定を、表 7 に示す。

表７　イギリス「1983 年精神保健法」行動指針における制限的介入・機械的拘束の主な規定
規定事項 行動指針 規定内容

制
限
的
介
入
全
般
に
係
る
指
針

制限的介入
の定義及び
要件

26.36

制限的介入とは、以下の目的で、患者の移動、自由、及び / 又は独立して行動す
る自由を意図的に制限する行為である。
・ 何も行動を起こさなければ患者又は他者に危害を及ぼす可能性が実際にある危
険な状況を、直ちに制御するため。

・ 患者や他者に対する危険を終息又は大幅に軽減するため。
制限的介入は、罰を与えたり苦痛又は屈辱を与えたりすることのみを目的として
使用してはならない。

26.37

人が患者の行動を制限したり、力を行使（又は力を行使すると威嚇）したりする
場合、次のようにすべきである。
・患者又は他者への危害を防ぐために必要な期間を超えて使用しない。
・危害に対して釣合いの取れた対応をする。
・制限を最小限に抑える手段とする。

26.40

制限的介入を検討する必要がある最も一般的な理由は以下のとおりである。
・患者による身体的暴行。
・危険な、脅迫的な又は破壊的な行動。
・自傷行為又は偶発的な身体的傷害の危険性。
・身体的疲労につながりそうな極端で長時間の過活動。
・逃亡又は逃亡の試み（1983 年精神保健法等に基づき拘禁されている場合）。

機
械
的
拘
束
に
係
る
指
針

拘束の定義
及び要件

26.75 機械的拘束とは、患者の行動の制御を主目的として、器具（ベルトなど）を用い
て患者の身体の一部又は全体の動きを防止・制限・制圧することを指す。

26.76

機械的拘束は、他の拘束方法が安全に採用できない場合にのみ、例外的に使用さ
れる。機械的拘束は、制限を最小限に抑えるという原則に沿って使用されるべき
であり、緊急事態への無計画な対応であってはならない。機械的拘束は、適切な
人員配置の代わりに使用されるべきではない。

拘束の承認 26.77 機械的拘束の使用は多職種による協議を経て承認される。

拘束中の観
察及び診察

26.80 機械的拘束を受けている患者は継続的な観察下に置かれる必要がある。
26.81 機械的拘束の期間中、15 分ごとに看護師が患者の状態を確認する。

26.82

登録医師が、機械的拘束の開始後少なくとも 1 時間以内に患者の診察を行う。そ
の後、少なくとも 4 時間ごとに、登録医師による継続的な診察を行う（看護スタッ
フの要請があればより頻繁に行う。）。診察には、患者が可能な限り快適であるこ
との確認や、患者の身体的・精神的健康状態の完全な評価が含まれる。

26.84 患者の臨床記録には、機械的拘束を決定した根拠、医学的・精神医学的評価 、拘
束開始時の患者の状態、 拘束に対する反応、診察結果の詳細を記録する。

（出典）“26 Safe and therapeutic responses to disturbed behaviour,” Mental Health Act 1983: Code of Practice, 2015, pp.281-
314. <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a80a774e5274a2e87dbb0f0/MHA_Code_of_Practice.PDF>; 藤井千代
「精神保健医療に関する制度の国際比較」（平成 30 年度厚生労働行政推進調査事業費補助金（障害者政策総合研
究事業（精神障害分野））精神科医療提供体制の機能強化を推進する政策研究　分担研究報告書）2019, pp.158-
159. 厚生労働科学研究成果データベース <https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2018/182091/201817041A_
upload/201817041A0011.pdf> を基に筆者作成。

（2）力の行使法の立法の契機
　2010 年 9 月、精神治療のために王立ベスレム病院に自発的に入院したアフリカ系イギリス
人の青年オラセニ・ルイス（Olaseni Lewis）が興奮状態になったとして警察に通報され、11 人
の警察官によって拘束された後に死亡する事件が発生した（112）。2017 年 5 月に行われた検死審
問の結果、2 回にわたる機械的拘束等が死亡の一因であると結論づけられた（113）。この事件を

(112)　力の行使法は、ルイス青年の名から採った「セニ法（Seniʼs law）」という通称で呼ばれることが多い。
(113)　“Olaseni Lewis: ʻExcessive forceʼ by officers led to death,” 9 May 2017. BBC News website <https://www.bbc.com/news/

uk-england-london-39863209>
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契機として、精神障害者に対する過剰な力の行使を防止する法案を労働党議員が下院に提出
し（114）、翌 2018 年 11 月 1 日に力の行使法が制定され（115）、2022 年 3 月 31 日に施行された。

（3）力の行使法の概要
　力の行使法は、不適切な力の行使を防止するために必要な措置を明確に定め、精神保健施設
における力の行使に関する説明責任と透明性を確保することを目的とした（116）、全 17 条から成
る法律である。身体的拘束の行動制限の在り方に特化した立法は、世界的にも珍しいとされ
る（117）。その概要は以下のとおりである。
　力の行使法において、「力の行使」とは、①患者に対する身体による拘束・機械的拘束・薬
品を用いた拘束の実施及び②隔離を指す（第 1 条）。
　精神保健施設を運営する医療機関は、施設の責任者を任命する義務を負う（第 2 条）。施設
の責任者は、当該施設で働く職員による力の行使に関して方針を公表しなければならず、公表
された方針は、施設で働く職員による力の行使を削減するためにいかなる措置を講じるかを定
めなければならない（第 3 条）。施設の責任者は患者に対し、職員による力の行使に対する患
者の権利についての情報を提供しなければならず（第 4 条）、また職員に対し、力の行使に関
する適切な教育を提供しなければならない（第 5 条）。
　施設の責任者は、当該施設で働く職員による患者に対する力の行使の記録を保管しなければ
ならない（第 6 条）。国務大臣は、施設で働く職員による力の行使に関する統計を毎年末に公
表しなければならない（第 7 条）。
　国務大臣は、施設で働く職員による力の行使の結果として生じた患者の死亡に関し、「2009 年検
死官及び刑事司法改革法」に基づいて作成された報告書を審査し、審査結果を公表しなければな
らない（第 8 条）。施設の責任者は、当該施設において患者が死亡又は重傷を負った場合、責任者
は関係機関によって作成された死亡又は重傷の調査に関する指針を考慮する必要がある（第 9 条）。
　警察官は、精神保健施設で働く職員を支援する任務を行う場合、合理的に実行可能である限
り、ボディカメラを装着し、作動させなければならない（第 12 条）。

（4）立法の効果及び反応
　『オブザーバー』紙の記事によれば、力の行使法の施行後 1 年間の統計において、ルイス青
年を拘束した際に用いられた地面拘束と手足身体拘束は、非アフリカ系イギリス人の入院患者
に対しては減少（それぞれ 38% と 14%）したのに対し、アフリカ系イギリス人の入院患者に
対しては増加（それぞれ 9% と 20%）したとされる（118）。ルイス青年の遺族は、法の制定は前
進であったが、患者の拘束において人種差別が続いていると指摘している（119）。

(114)　Rachel Roberts, “Police officers cleared over death of black mental health patient they restrained with ʻexcessive forceʼ,” 
Independent, 7 October 2017. <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/metropolitan-police-officers-cleared-
restraint-death-bethlem-royal-hospital-olaseni-lewis-seni-s-law-steve-reed-a7987531.html>

(115)　Mental Health Units (Use of Force) Act 2018 c.27. op.cit.(111)
(116)　“Mental Health Units (Use of Force) Act 2018,” 7 December 2021. Government of United Kingdom website <https://

www.gov.uk/government/publications/mental-health-units-use-of-force-act-2018>
(117)　高嶋里枝「翻訳：イングランド・2018 年精神保健施設（力の行使）法」『法学研究論集』56 号, 2022.2, p.162. 
<http://hdl.handle.net/10291/22181>

(118)　“Black mental health patients more likely to be injured at hands of police,” Observer, 17 Feb 2024.
(119)　ibid. ただし、拘束による年間の負傷率は、アフリカ系イギリス人の患者が関与した事案では 4.4% に上昇した
のに対し、非アフリカ系イギリス人の患者の事案では 6.7% 上昇しており、『ガーディアン』紙は「アフリカ系イ
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　なお、現状では精神保健施設が慢性的に逼（ひっ）迫しており、多くの精神疾患の患者が一
般病棟において治療を受けつつあるため、力の行使法が精神保健施設での拘束のみを対象とし
ている点に懸念を示す意見がある（120）。

３　イタリア
（1）精神医療改革と機械的拘束
　イタリアでは、広く知られているとおり、1978 年に制定された法律第 180 号「自発的及び
義務的な評価及び治療（Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori）」によって、精
神科病院の新設、既存の精神科病院への新規入院、1980 年以降の再入院が禁止され（121）、精神
医療サービスの提供基盤は地域に移行された（122）。以後、全ての精神科病院は 1999 年までに閉
鎖された（123）。各地域には精神科病院に代わって、精神保健センター（124）、デイケアセンター、
居住施設、「診断と治療のための精神科サービス（Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura: 
SPDC）」などから成る精神保健サービスネットワークが構築された（125）。
　このうち SPDC は、急性期の患者のために総合病院の中に設置された救急病棟であり、1 病
院当たり 15 床以下の病床を備えている（126）。
　イタリアの精神医療改革は精神科病院の閉鎖と地域の精神保健サービスの構築に集中し、拘
束の問題が焦点化されることはなく（127）、精神科病院が全面的に廃止された後も、多くの精神
医療サービスにおいて、機械的拘束は継続して実施された（128）。機械的拘束がイタリアにおけ
る精神保健サービスの重要な課題として認識され始めたのは、1990 年代の終わりから 2000 年
代の初めとされる（129）。

（2）法律上の規定及び判例
　患者の身体的拘束に関する精神科医の権限について具体的に定めた法律はイタリアに存在せ
ず、この権限をいつ、いかなる目的で、どのように行使することができるかも定められていな
い（130）。破毀院が 2018 年に下した判決は、刑法第 54 条に照らしつつ、機械的拘束の使用が正

ギリス人の患者が、それ以外の患者よりも負傷する可能性が高かったというわけではない」と報じている。Nic 
Murray, “Steep rise in black mental health patients injured while restrained by police,” Guardian, 17 Feb, 2024. <https://
www.theguardian.com/uk-news/2024/feb/17/black-mental-health-patients-more-likely-injured-police-england>

(120)　Olivia Blake, “Shutting wards to restrain patients is harrowing,” Independent, 2 May 2023.
(121)　Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori. Legge 13 maggio 1978, n.180. <https://www.trovanorme.salute.

gov.it/norme/dettaglioAtto?id=36714>
(122)　谷本千恵「イタリアの精神保健システムの発展過程とその現状 ―日本におけるイタリアの先進的な地域精神保健
システムの導入の検討―」『石川看護雑誌』16 号, 2019.3, p.92. <https://ipnu.repo.nii.ac.jp/record/282/files/%E7%AC 
%AC16%E5%B7%BB_10.pdf>

(123)　同上
(124)　外来診療、リハビリテーション、住居・就労支援、訪問サービス等を担う施設。
(125)　 “La rete dei servizi per la salute mentale.” Ministero della Salute website <https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/

dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto>
(126)　谷本　前掲注(122),  p.93.
(127)　ジョバンナ・デル・ジューディチェ（岡村正幸監訳, 小村絹恵訳）『いますぐ彼を解きなさい―イタリアにおけ
る非拘束社会への試み―』ミネルヴァ書房, 2020, p.94.（原書名 : Giovanna Del Giudice, Slegalo subito, Merano: AB, 
2015.）

(128)　同上,  p.95.
(129)　同上,  p.94.
(130)　Clementina Salvi, “È il momento di slegare,” p.7. Diritto Penale e Uomo website <https://dirittopenaleuomo.org/wp-

content/uploads/2022/01/Salvi_DPU.pdf>
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https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=36714
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=36714
https://ipnu.repo.nii.ac.jp/record/282/files/%E7%AC%AC16%E5%B7%BB_10.pdf
https://ipnu.repo.nii.ac.jp/record/282/files/%E7%AC%AC16%E5%B7%BB_10.pdf
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=168&area=salute%20mentale&menu=vuoto
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当化される要件を示している。
　2009 年 8 月、イタリア南部のヴァッロ・デッラ・ルカーニアにあるサン・ルカ病院の SPDC
において、小学校教師が 83 時間にわたって機械的拘束を受けた後、肺水腫で死亡する事件が
発生した。約 9 年間の裁判の後、2018 年 6 月 20 日、破毀院は被告の医師及び看護師らに対し
て 7 か月から 1 年 3 か月の懲役刑を言い渡した（131）。破毀院の判決によれば、機械的拘束が正
当化されるのは、刑法第 54 条で想定される場合、すなわち、①他者に危害を及ぼす現在の危
険性（抽象的な可能性に基づいて予防的に拘束することは許されない。）、②それ以外の危険の
必然性（代替手段では患者の健康を保護することができない場合であり、その適否の判断は医
師の慎重な判断に委ねられる。）、③比例性（厳密に必要な範囲内で適用されなければならな
い。）、の 3 要件を満たす場合に限られ、これらの要件を満たさない場合、拘束は違法であり、
それを適用する医療従事者は、患者から個人の自由を剥奪することとなるとされた（132）。

（3）機械的拘束の実施状況
　最近の報道によれば、イタリアの 20 州のうち、7 つの州又は地域の病院の SPDC における
2022 年の機械的拘束の実施数は、表 8 のとおりである。イタリア全土の網羅的な統計ではな
いが、地域によって相当なばらつきがあることが分かる。なお、フリウリ＝ヴェネツィア・ジュ
リア州では、何年もの間、機械的拘束は行われておらず、シチリア州では前年より 116 件、ト
レント自治県では 21 件減少したのに対し、ロンバルディア州では前年より 179 件、ウンブリ
ア州では 7 件増加したと報じられている（133）。

表８　イタリアの 7つの州又は地域のSPDCにおける機械的拘束の実施件数（2022 年）

フリウリ =
ヴェネツィア・
ジュリア州

ロンバル
ディア州 ウンブリア州 ラツィオ州 シチリア州 トレント

自治県
エミリア＝
ロマーニャ州

0 2,705 111 1,280 939 196 199

（注）エミリア＝ロマーニャ州については 2021 年の件数である。
（出典） Ludovica Jona, “In Italia si legano ancora i pazienti psichiatrici ai letti, anche i minorenni,” Corriere della Sera, 

2024.3.12. <https://www.corriere.it/cronache/24_marzo_07/italia-si-legano-ancora-pazienti-psichiatrici-letti-anche-
minorenni-767bb23c-dc9d-11ee-9cc9-ae75d527b8c3.shtml> を基に筆者作成。

　これまでの研究によれば、イタリアにおける精神科病棟の入院患者に対する機械的拘束の実
施率は 3.8 ～ 20% と考えられている（134）。2019 年から 2021 年までの 3 年間、ジェノヴァ大学（イ
タリア）の精神医学部門に連続して入院した被験者 799 名を対象とした最近の調査では、その
うち 14.1%（113 名）が機械的拘束を受けたとの結果が報告されている（135）。

(131)　Giordano Cotichelli, “Morte Mastrogiovanni, condanne ridotte per medici e infermieri,” Nurse 24+it, 2018.11.15. 
<https://www.nurse24.it/infermiere/attualita-infermieri/ridotta-condanna-cassazione-morte-mastrogiovanni.html>

(132)　Cass. pen., sez. V, 20/06/2018, n. 50497, pp.44-51.
(133)　Ludovica Jona, “In Italia si legano ancora i pazienti psichiatrici ai letti, anche i minorenni,” Corriere della Sera, 2024.3.12. 
<https://www.corriere.it/cronache/24_marzo_07/italia-si-legano-ancora-pazienti-psichiatrici-letti-anche-minorenni-
767bb23c-dc9d-11ee-9cc9-ae75d527b8c3.shtml>

(134)　Andrea Aguglia et al., “Mechanical Restraint in Inpatient Psychiatric Unit: Prevalence and Associated Clinical Variables,” 
Medicina, 59(10), 2023 October, p.2. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10607962/pdf/medicina-59-01847.
pdf>

(135)　ibid., p.7.
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（4）機械的拘束の削減に向けた勧告及び取組
　イタリアにおける機械的拘束の削減に向けた取組を、時系列に沿って以下に述べる。
　2006 年には、拘束手段を排除した SPDC によって非営利組織「SPDC 非拘束クラブ（SPDC 
No Restraint Club）」が結成され、2022 年時点で 19 の SPDC が参加している。同クラブが 2022
年に行った調査によれば、イタリア全土の 318 の SPDC のうち、拘束を行わずに運営されてい
る SPDC は同クラブのメンバーだけであったとされる（136）。
　2010 年 7 月には、地域自治州会議（Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome）（137）が「精
神医療における身体的拘束：その可能な予防方策（La contenzione fisica in psichiatria: una 
strategia possibile di prevenzione）」と題する勧告を発表し、拘束の使用を防止するために必要な
事項として、質の高い情報の体系的な収集、急性期医療現場における暴力行為の地域レベルで
の監視、医療関係者等への研修の促進、危機状況の管理に関するサービスの体系的な品質管理
と改善の実践などを挙げた（138）。
　2015 年、国家生命倫理委員会（Comitato Nazionale per la Bioetica: CNB）は医療における拘束
に関する見解を発表し、機械的拘束は最後の手段であるとして、実際に必要性・緊急性がある
状況に限り、具体的なニーズに比例した最も侵襲性の低い方法を使用し、危険が存在しなくなっ
た時点で終了しなければならないとの考え方を表明した（139）。さらに、推奨事項として、高齢
者に対する拘束に関する研究、医療的拘束の厳密な記録、拘束の克服を目的としたプログラム
の導入、医療サービスの評価における質の基準の導入、非人道的で屈辱的な行為にさらされる
可能性が高い人々に対する医療サービスの質の維持、普及及び向上を挙げた（140）。
　2021 年 6 月、ロベルト・スペランツァ（Roberto Speranza）保健大臣（当時）は、地域精神
保健に関する全国会議の場において、 2022 年 12 月 31 日までにイタリア全土の精神保健施設に
おける機械的拘束を廃絶する目標を掲げたと述べ、その目標を達成するために保健省が作成し
た文書の草案を対象地域及び自治体に送付したと明らかにした（141）。
　その後、2022年 3月には当該文書の完全版として「精神保健部門の強化のための地域プロジェ
クトの実施に関するガイドライン（Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali 
voltial rafforzamento dei Dipartimenti di Salute Mentale regionali）」が送付され、6000 万ユーロを
各地域・自治体に配分する（142）ことが併せて明示された（143）。しかし、その後、地域プロジェク
トの期限は 2023 年 6 月 30 日に延期されており（144）、現時点において、同プロジェクトの成果

(136)　Veronica Rossi, “Psichiatria, ecco i 19 reparti dove non si lega nessuno,” VITA, 2023.1.24. <https://www.vita.it/psichiatria-
ecco-i-19-reparti-dove-non-si-lega-nessuno/>

(137)　地域及び自治州の役割の強化・保証、相互調整の促進等を担う共同機関。
(138)　Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Contenzione fisica in psichiatria: una strategia possibile di 

prevenzione, 2010.7.29. <http://www.regioni.it/conferenze/2010/08/02/doc-approvato-psichiatria-contenzione-fisica-una-
strategia-per-la-prevenzione-104535/>

(139)　Comitato Nazionale per la Bioetica, Medical restraints: bioethical issues, 23 April 2015, p.12. <https://bioetica.governo.it/
media/3534/p120_2015_medical-restraint_en.pdf>

(140)　ibid., pp.22-23.
(141)　“Salute Mentale. Via la contenzione meccanica entro il 2023. Ecco il testo dellʼAccordo,” Quotidianosanità.it, 2021.6.29. 
<https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=96794>

(142)　使われなかった資金は、プロジェクトの終了後、保健省に返還することとされている。
(143)　“Salute mentale. Pronte le nuove linee dʼindirizzo del Ministero. Ecco gli obiettivi per le Regioni,” Quotidianosanità.it, 

2022.3.15. <https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=103208>
(144)　“Salute mentale. Sul tavolo della Conferenza Stato Regioni le nuove linee dʼindirizzo per il potenziamento dei Dsm,” 

Quotidianosanità.it, 2022.4.27. <https://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=104309>
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は報じられていない。

おわりに

　精神科病院における身体的拘束は、憲法で保障された権利を侵害するおそれがあり、拘束を
受けた患者の身体及び精神の健康を損なうほか、家族や看護師等の精神に悪影響を及ぼしたり、
病院の社会的信用を失わせたりする可能性がある。これらの弊害があるにもかかわらず、日本
における身体的拘束は近年まで増加し続け、現在も高止まりの状況が続いており、その実施率
は諸外国と比較して突出して高い。
　日本において多くの身体的拘束が行われている背景には、入院患者に占める高齢者の割合の
増加、精神科病院における医師や看護師の不足、身体的拘束が医療従事者の教育や患者の治療
において前提となってしまっている現状、拘束を解くことによって患者の安全性が脅かされた
り、自身に危害が加えられたりすることに対する医療従事者の不安、患者に対する適正な医療
及び保護を確保する役割を果たす精神医療審査会の機能的限界など、様々な要因が指摘されて
いる。
　ドイツやイギリスでは、近年、身体的拘束を更に削減するための法改正や立法が行われてお
り、また精神科病院の廃止を成し遂げたイタリアでも、総合病院の SPDC で依然として実施さ
れている身体的拘束の削減に向けた努力が続けられている。
　身体的拘束の最小化は極めて困難な課題であるが、東京都立松沢病院を始め、身体的拘束の
削減に成功した事例が報告されており（145）、今後、こうした成果を先例とした精神科病院の取
組が注視される。

 （すずき　ともゆき）

(145)　前掲注� なお、東京都立松沢病院の取組については、東京都立松沢病院編『「身体拘束最小化」を実現した松
沢病院の方法とプロセスを全公開』医学書院, 2020 などでも報告されている。
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新連載

　私のスマートフォンの中に 1枚の写真が
残っている。2人のライトブルーの瞳は悲しそ
うにこちらを見ている。
　2017 年 5月に、ニュージーランド国籍のケ
リー・サベジさんが神奈川県内の精神科病院で
身体拘束を 10日され続けた後に心肺停止にな
り、その後亡くなった。その写真は、遺族と
なった日本在住の兄パット・サベジさんと
ニュージーランド在住で地震学者の母マーサ・
サベジさんが、2人で大学の私の部屋を訪ねて
こられた時のものだ。この日から私は本件を世

に問うべく奔走することになる。
　息子を、弟を、治療のために入院した病院で
突然亡くした悲しみは想像を絶する。しかしそ
れに加えて 2人を苦しめたのは「専門性」に
守られた病院の厚い壁だ。あまりの理不尽な内
容に遺族のパットさん（兄）と共にカルテを手
に厚労省を訪ね、訴えたこともある。その壁も
厚かった。しかし後からわかったのは、世の中
にはサベジさんのように社会に訴えることもで
きず時が経ち、悲嘆に暮れている人たちが多く
いるということだった。

長谷川利夫（はせがわ・としお）
杏林大学保健学部作業療法学科・教授
1964年東京都生まれ。1987年國學院大學法学部法律学科政治学コース卒業。2010年新潟医療福祉
大学医療福祉学研究科保健学専攻博士後期課程修了。2009年度学位請求論文「精神科病院における
隔離・身体拘束に関する各専門職の意識の実態とその背景要因及び作業療法士の役割に関する研究」に
より保健学博士。2011年より杏林大学保健学部作業療法学科教授、現在に至る。著書に『精神科医療
の隔離・身体拘束』2013年、日本評論社（単著）、『病棟から出て地域で暮らしたい─精神科の「社会的
入院」問題を検証する』2014年、やどかり出版（共著）など。日本病院・地域精神医学会理事（政策委員会
委員長）、精神保健従事者団体懇談会代表、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会政策委員。

返らない命とそこからの問いかけ
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「身体拘束」を問う

443vol.25  no.5  精神看護    Sep 2022

　おそらくは本稿を読まれる方は、日々の看護
実践の向上を目指し、自分の時間に雑誌を手に
取り、研鑽を積まれている方々だと思う。私自
身、素敵な看護師さんを多く知ってもいる。
　しかし、その“思い”や“志”があっても、
いったん病院、専門性という殻に守られてしま
うと、時として奪った人の命や尊厳、そしてそ
の悲しみさえもなきものにしようとすることが
ある。私はこれも真実だと思っている。光があ
れば必ず影がある。本連載ではこの“真実”を
通じて、皆さんお一人お一人の心に何かが届
き、新たな一歩が踏み出されることを心から
願って執筆するものである。

　ケリーさんは、アメリカ生まれで幼い頃に家
族と共にニュージーランドに移住した。ニュー
ジーランドと米国の両方の国籍を持っていた。
兄の影響もあり日本語が好きで、ずっと日本に
行くことを願っていた。2015 年に夢を叶え、
JETプログラム（The Japan Exchange and Teaching 

Programme：語学指導等を行う外国青年招致事業）

の中で来日し、鹿児島県志布志市の小学校など
で ALT（Assistant Language Teacher：外国語指導助

手）として働き始めた。2か月に 1回開かれる
外国語を学ぶ地元住民との懇親パーティーにも
積極的に参加するような親しみやすい人柄だっ
た。
　ところが 2017 年 4月に精神に不調をきた
し、鹿児島から兄のいる横浜の家に身を寄せ静
養していた。4月 29日に躁状態となり、突然
大声をあげたり外に飛び出そうとするなど落ち
着きがなくなり、翌 30日に警察官を呼び、神
奈川県内の精神科病院に向かった。そこで措置
入院をすることになった。そして入院と同時に

身体拘束されるまで

すぐに身体拘束を受けることになる。その時の
状況は同行した兄のパットさんの言葉を借りる
と「ケリーは暴れずに隔離室で命令に従って
ベッドに寝たにもかかわらず身体拘束された」
とのことであった。身体拘束をしようとするス
タッフに兄はすかさず「その必要はないです
よ」と言ったが「しばらく拘束するのでオムツ
のセットを買ってください」と言われてしま
う。ケリーさんはニュージーランド在住中、1
か月余り精神科病院に入院したことがあった
が、そこで身体拘束を受けることは一切なかっ
た。日本の精神科病院では、医師の指示に従っ
てベッドまで歩く人を身体拘束することに家族
が驚いたのは言うまでもない。
　身体拘束を受けたまま 10日間経った 5月 10
日に、ケリーさんは心肺停止の状態で発見され
た。その後転送先の病院で 5月 17日に亡く
なった。27歳だった。

　ケリーさんの死からしばらく経ってから、母
マーサさん、兄パットさんはスケジュール調整
をして一緒に私の大学を訪れた。2人は、「な
ぜ日本ではこのようなことが起こるのか？」と
必死に訴えられた。
　私は、3つのするべきことを考えた。1つは
医療事故調査の調査依頼。2つ目はカルテを取
り寄せて経過を把握すること。3つ目はとにか
くこの事実を世の中に知らせようということ
だった。しかしこれらは困難を極めた。
　1つ目の医療事故調査制度は、医療法で定め
られたもので、医療事故が発生した医療機関に
おいて院内調査を行い、その調査報告を民間の
第三者機関（医療事故調査・支援センター）が収
集・分析することで再発防止につなげるとい

サベジさん家族からの相談
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う、医療事故に関わる調査の仕組みである。サ
ベジさんご遺族はこれにより可能な限り正確な
調査が行われることを望んだ。しかしこれは 1
通の手紙と共に叶わないこととなる。6月に病
院長名の「調査（依頼）を行わない」決定をし
た旨の文書を受け取ったのである。我が国の制
度は、病院が了承しなければ調査自体がスター
トしないのだ。
　2つ目のカルテ開示請求に対しての病院の回
答は「閲覧は可能だが謄写は不可」というもの
だった。つまり見せるのはよいがコピーは許可
しない、というものだった。我が国のカルテ開
示は厚労省が定める「診療情報の提供等に関す
る指針の策定について」により定められてい
る。同指針の 7条 1項では、「医療従事者等
は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場
合には、原則としてこれに応じなければならな
い」としている。また、医療従事者等が開示を
拒否できる場合は、①診療情報の提供が、第三
者の利益を害するおそれがある時、②診療情報
の提供が、患者本人の心身の状況を著しく損な
うおそれがある時、の 2点に限定されている。
しかしこれに応じなかったからと言って罰則が
あるわけでもない。病院は強い。
　そこで病院に対して 7月 3日に民事訴訟法
上の提訴予告通知を行った。さらに裁判所に文
書送付嘱託を申し立てて、病院に対し裁判所を
通じてカルテ開示を要請した。
　その後病院は、7月 12日にカルテについて
の「説明会」を開催した。それは病院の会議室
で、時間は 30分、延長しても 1時間までで、
職員が操作するパソコンからプロジェクターに
映し出すものを「見る」だけのものだった。コ
ピーを取ること、映し出された画面の写真を撮
ることも許可されなかった。
　病院から開示すると連絡が入ったのは、まさ

に 3つ目として記した本件を世に知らしめる
ために 7月 19日に行った厚労省と外国特派員
協会での会見の当日だった。遺族はこうでもし
ないと息子の死のカルテのコピーを受け取るこ
とができなかった。

　限られた紙面でカルテの内容の全容を述べる
ことは難しい。そこで決定的なことだけ述べる。
　看護記録には、次のような文が、入院当日 4
月 30日（日）16時 30 分以降、急変した 5月
10日（水）まで毎日、8時 30分、16時 30 分、
23時 30 分の 1日に 3回ずつ、ほぼ定刻に記載
されている。
《精神運動興奮状態にあり、不穏、多動、爆発
性が著しい。放置すれば患者が受傷するおそれ
が十分にある。》
　しかし、例えば心肺停止になる前日の 5月 9
日、ケリーさんは過鎮静で舌根沈下も認められ
下顎呼吸の状態であった。その時も、である。
さらには、急変する当日、声掛けへの反応も
やっとの状況の時でさえも。お読みの方ならわ
かるだろう。患者さんの状態にかかわらず、身
体拘束中なのでその要件を満たすような定型文
を書いて（コピー＆ペーストして）いることがう
かがえる。
　私はこのことをサベジさん一家に伝えながら
暗
あん

澹
たん

たる気持ちになった。と同時に怒りが込み
上げてきた。なぜこんな出

で

鱈
たら

目
め

が許されるの
か？
　私は純粋に国家というものを信頼していた。
もちろん最終的に紛争となれば司法判断を仰ぐ
ことになろうが、このような火を見るより明ら
かな誤りや医療に対する姿勢に関しては、国
（厚生労働省）はきちんと指導してくれるだろう

カルテの内容
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に 3つ目として記した本件を世に知らしめる
ために 7月 19日に行った厚労省と外国特派員
協会での会見の当日だった。遺族はこうでもし
ないと息子の死のカルテのコピーを受け取るこ
とができなかった。

　限られた紙面でカルテの内容の全容を述べる
ことは難しい。そこで決定的なことだけ述べる。
　看護記録には、次のような文が、入院当日 4
月 30日（日）16時 30 分以降、急変した 5月
10日（水）まで毎日、8時 30分、16時 30 分、
23時 30 分の 1日に 3回ずつ、ほぼ定刻に記載
されている。
《精神運動興奮状態にあり、不穏、多動、爆発
性が著しい。放置すれば患者が受傷するおそれ
が十分にある。》
　しかし、例えば心肺停止になる前日の 5月 9
日、ケリーさんは過鎮静で舌根沈下も認められ
下顎呼吸の状態であった。その時も、である。
さらには、急変する当日、声掛けへの反応も
やっとの状況の時でさえも。お読みの方ならわ
かるだろう。患者さんの状態にかかわらず、身
体拘束中なのでその要件を満たすような定型文
を書いて（コピー＆ペーストして）いることがう
かがえる。
　私はこのことをサベジさん一家に伝えながら
暗
あん

澹
たん

たる気持ちになった。と同時に怒りが込み
上げてきた。なぜこんな出

で

鱈
たら

目
め

が許されるの
か？
　私は純粋に国家というものを信頼していた。
もちろん最終的に紛争となれば司法判断を仰ぐ
ことになろうが、このような火を見るより明ら
かな誤りや医療に対する姿勢に関しては、国
（厚生労働省）はきちんと指導してくれるだろう

カルテの内容

と。
　しかしその考えは甘かった。やれることは全
部やった。外国特派員協会での会見は、遺族の
サベジさん親子、弁護士と長谷川の 4名で行
い、同時にこのメンバーで“精神科医療の身体
拘束を考える会”の発足を宣言した。その後
は、会として内閣総理大臣及び厚労大臣宛ての
“精神科医療における身体拘束の状況の改善を
求める申入書”の発出、ネット上での署名活
動、国会議員への説明……そしてこのような活
動を進めつつ、パットさん（兄）と私は本丸と
も言うべき厚生労働省にアポイントを取って訪
ねた。そしてカルテのコピーを手に、上述した
あまりに矛盾するカルテの内容を説明し、実に
いい加減な医療が行われていることを訴えた。
命は返ってこないけれど。
　しかし厚労省の回答は「○○県からは『精神
保健福祉法上問題はなかった』と報告を受けて
いる」という木で鼻をくくったものだった。天
を仰ぎそうになりながらも、2人で必死に訴え
たが、先方は自動機械のようにその言葉を繰り
返すのみだった。その後、どうやって 2人で
帰ったかは覚えていない。

　2017 年はサベジさんご一家と会を作り、と
にかくひたすら走った年だった。その後母の
マーサさんは地震学の研究で世界を飛び回り、
兄のパットさんも仕事がだんだん忙しくなって
きた。ちょうどケリーさんが亡くなってから 1
年後、1人のカナダ人ディレクターのマイケ
ル・ゴールドバーグ氏が私の所を訪ねて来られ
た。
　彼は日本語が堪能でフランス語も話すトリリ
ンガルだ。彼は既にNHKワールドで 3つの作

サベジさんの母国ニュージーランドへ

品を作り、放映されている敏腕ディレクターで
もある。原発の放射能問題、ホームレス問題な
ど広く社会問題に関心を持ち、身体拘束にも関
心を持ってくれていた。会ったその瞬間から意
気投合し、夢中で話した。そしてテレビで放映
されるような番組を作り、身体拘束のことを社
会に知らせて皆で議論できるようにしようと話
し合った。まずは知られなければ議論はできな
い。
　私の頭の中に常にあったのは「なぜケリーさ
んは死ななければならなかったのか？」だ。母
マーサさん、兄パットさんから、ケリーさんが
ニュージーランドで精神科病院に 1か月余り
入院した際は、身体拘束など全く受けたことが
ないと聞いていた。なぜだろう？　何が違うの
だろう？
　その頃からニュージーランドに行ってケリー
さんが入院していた精神科病院を見てみたいと
いう気持ちが高まっていった。ちょうどその
頃、普段連絡など取らない知り合いのソーシャ
ルワーカーから電話がかかってきた。相談する
と、助成金を申し込んでみては？と。申し込ん
だがそれは残念ながら落ちた。しかし自分の中
では勝手にマイケルとニュージーランドに行っ
てケリーさんが入院していた病院の中に入り、
実際のところを見せてもらい話を聞く、という
イメージしかなかった。どうせ行くなら同国の
精神保健研究所にも日本の実態を知ってもらい
助言をもらいたい……妄想はどんどん広がった。
　病院や研究所と 5か月ほど交渉を続けるう
ちに、なんとかケリーさんの担当医、精神保健
研究所での責任者との面会など、訪問と撮影の
許可の段取りができた。最後まで難航したのが
閉鎖病棟に入ることだったが、私 1名がカメ
ラ無しで入るということで落ち着いた。この時
の映像を用いてNHKハートネット TVが『身
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体拘束のない国へ～ニュージーランドからの報
告』という番組を作り放映してくれた。もちろ
んディレクターはマイケル氏だ。このDVDは
現在でもNHK厚生文化事業団の福祉ビデオラ
イブラリーで一般貸出をしている。末尾の案内
を参照してぜひ視聴してほしい★。
　ニュージーランドではケリーさんの実家を訪
ねお父さんともお会いした。部屋の壁中に飾ら
れた家族写真がむしろ私には痛々しく感じられ
た（その中の素敵な 1枚を家族の許可を得て本頁に

掲載する）。
　NHKで放映された、ニュージーランドの関
係者とのやり取りで聞き取った言葉を皆さんに
お届けする。

長谷川：日本の病院の精神科医がケリーさんに
対して「じゃあそこのベッドに横になってくだ
さい」と言ったそうです。そして、すぐにその
場で身体拘束をされた。つまり、命令に従って
ベッドに横になれる人を、果たして身体拘束す
るのでしょうか？
アラステア・ウィリス氏（精神科医、ケリーさん

ニュージーランドでの精神科医療関係者と
筆者とのやり取り

の担当医）：ウェリントン病院では身体拘束はあ
り得ません。そもそも精神科病棟に人をベッド
に拘束するための器具がありません。私は 10

年ウェリントン地区で働いていますが、その中
で身体拘束をされた人は 1人しかいません。
あったとしても、10～15分間手で押さえつけ
るだけです。大抵はもっと短い時間です。
長谷川：日本では身体拘束が増えていて、その
理由の 1つは、おそらく急性期の病棟が増え
ていること。そこでは入院した最初に身体拘束
から入るというのが広まっているんです。そこ
で働く人たちは、最初に身体拘束をしてあげた
ほうが早く退院できると言うんです。それはこ
ちらでは考えられないですか？
ロビン・シアラー（精神保健研究所最高責任者［当
時］）：その裏にあるエビデンスを疑いますね。
ニュージーランドでも（過去には）拘束や隔離
はよいものだという強い信念がありました。私
たちは時間をかけて（それは違うという）エビデ
ンスを示し、学会での講演や出版を通して一生
懸命努力してきました。
キャロ・スワンソン（精神保健研究所主席アドバ
イザー）：嬉しいのは、この 10年で仮に隔離や
拘束をされた場合、それは「治療サービスの失
敗」と言われるようになったことです。（隔離
や拘束は）治療ではないんです。
スツット・ポール（精神保健研究所臨床リーダー）：
中には依然として隔離をしてもいいと考えてい
るスタッフがいますので、まだやらなければな
らないことがたくさんあります。でも相手を気
遣う、相手に親切にする、同情するといった価
値観や態度を身につければ、私たちはいつだっ
て前に進めるのです。

　この会話の中に、日本の身体拘束を考える上
でのヒント（表）があるように思う。

サベジさん一家。右端が日本において身体拘束
中に亡くなったケリーさん。
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　日本の精神医療における身体拘束は 2003 年
以降、10年で 2倍となりそのまま高止まって
いる。システムを含めてさまざまな要因が絡み
合っているはずだが、ニュージーランドに比べ
て、日本人や日本に住んでいる人が特別に精神
疾患になりやすく、手を付けられない不穏・多
動の人たちばかりということはないだろう。決
して内向きの議論であってはならないと思う。
　2017 年 6月にサベジさんらと記者会見をし
て以降、“精神科医療の身体拘束を考える会”

同様の事例がさらに見えてきた

にはさまざまな相談や手紙などが多く寄せられ
るようになった。私は個人の携帯番号を全国に
公開したのでいきなり電話でお話をされること
も少なくない。家族からのものでは、何日も子
どもが身体拘束をされているが一切会わせてく
れないという相談が一番多い。お会いして相談
するうちに裁判になったものも複数ある。その
過程で私自身が裁判の意見書を書いたものも
10件近くになった。その結果多くの医療記録
も読むこととなった。
　そのような中、サベジさんらと記者会見をし
た 2017 年の前年に、石川県の精神科病院で当
時 40歳の大畠一也さんが身体拘束解除直後に
肺動脈血栓塞栓症で亡くなっていたと知ること
になる。これが昨年、我が国で初めて精神科医
療における身体拘束でその違法性が最高裁で確
定した裁判となる。そのことを次号で述べるこ
とにする。 

★  NHK福祉ビデオライブラリー https://library.npwo.or.jp/
で、『身体拘束のない国へ～ニュージーランドからの報
告』を検索ください。

表　日本の身体拘束を考える上でのヒント

・�日本では「器具による身体拘束」を当たり前のように
思っていないか？

・器具があれば頼ってしまうのではないか？
・�現在は身体拘束が非常に少ないニュージーランドで
も、今の状況になるには長い努力と闘いがあった。

・�やっとここ10 年で隔離や身体拘束は「治療サービス
の失敗」と言われるようになった。

・�相手を思いやる気持ち、そのような価値や態度が何よ
り大事。課題は多いが前向きになれる。
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　前号（2022 年 9月号）に、ニュージーランド
国籍のケリー・サベジさんが、神奈川県の精神
科病院で身体拘束を 10日間され続けた後に心
肺停止となり、その後亡くなった事実を書い
た。私はケリーさんの兄パットさんらと“精神
科医療の身体拘束を考える会”を立ち上げ、そ
こに私個人の携帯番号を公開し、常時身体拘束
に関する相談を受けられるようにした。すると
実にさまざまな相談が寄せられるようになった
（写真）。
　一番多いのは、家族が身体拘束されたが会え

ない、そしてなかなか外してもらえないという
ものだ。息子さんが 3か月間身体拘束をされ
続けているが会わせてもらえない、エコノミー
クラス症候群により命も心配だと訪ねてこられ
たお母さんもいた。そのお母さんと私は弁護士
らと共に、息子さんが入院している医療観察法
病棟を訪ねた。息子さんは病棟の奥から、拘束
具を外され、看護師に連れられて面会室まで出
てこられた。一緒にパンとジュースをいただき
ながら 30分ほど歓談したが、手首を見ると拘
束具の跡が付いていた。面会が終わると「再拘

長谷川利夫（はせがわ・としお）
杏林大学保健学部作業療法学科・教授
1964年東京都生まれ。1987年國學院大學法学部法律学科政治学コース卒業。2010年新潟医療福祉
大学医療福祉学研究科保健学専攻博士後期課程修了。2009年度学位請求論文「精神科病院における
隔離・身体拘束に関する各専門職の意識の実態とその背景要因及び作業療法士の役割に関する研究」に
より保健学博士。2011年より杏林大学保健学部作業療法学科教授、現在に至る。著書に『精神科医療
の隔離・身体拘束』2013年、日本評論社（単著）、『病棟から出て地域で暮らしたい─精神科の「社会的
入院」問題を検証する』2014年、やどかり出版（共著）など。日本病院・地域精神医学会理事（政策委員会
委員長）、精神保健従事者団体懇談会代表、公益社団法人全国精神保健福祉会連合会政策委員。

大畠一也さんのこと
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束」されるらしい。「なぜ？」と強く思った。
何かの「おそれ」があるからだろうか？
　いただく手紙や電話での相談、情報の中に、
石川県内の精神科病院で亡くなった大畠一也さ
ん（当時 40歳）に関するものがあった。ただ住
所が詳細まで書かれていなかったため、すぐに
は動けなかった。しかし 2017 年、私は金沢の
駅に降り立った。手がかりが十分でない中レン
タカーを借りて家を探し、夕刻にはなんとかご
自宅にたどり着くことができた。突然の訪問に
ご両親も驚かれていたが、確かに息子さんを精
神科病院内で亡くされているとのことだった。
　家の中に入れていただいた。そこは“時が止
まっている”という表現が一番近いと思うよう
な空間だった。私はご両親からお話をうかが
い、線香を仏前に手向け、その日は辞去した。

　一也さんは石川県に生まれ、大工の父を手伝
うなどしてご自宅の 2階に住んでいた。ギ
ターの演奏がうまく、何本もギターを持ってい
るような青年だった。心身が不調になったた
め、それまでも入院したことがある県内の精神
科病院に入院することにした。両親は、また元
気になって帰ってくると何の疑いもなく信じて
いたという。
　2週間後、病院から電話があり、母が出る。
　「一也さんが亡くなりました」
　病院に駆け付けると、そこに動かない姿の息
子がいた。そして身体拘束されていたことを初
めて聞かされる。死因は「心不全」であると。
しかし後に、肺血栓塞栓症で亡くなっていたこ
とがわかる。
　一也さんが入院中、両親は何度となく面会し
ようと病院まで行っていた。しかし会わせても

「一也さんが亡くなりました」

らえなかった。
　翌 2018 年 8月にご両親は金沢地裁に提訴。
提訴当日は金沢市内のホテル、翌日には厚労省
で記者会見を行い、大勢の記者に囲まれた。ご
両親もまさか、自身の人生の中でこんなことを
することになろうとは思っていなかったろう。
　裁判の過程で明らかになった医療記録などか
らその経緯を追ってみよう。

　一也さんが入院したのは 2016 年 12 月 6日
（火）。最初は一般病室で過ごしていたが、12
月 9日（金）に隔離室に移動させられる。同日
の診療録には以下のような記載がある。

「週末だけ」の言葉で隔離室に

◦病棟内で過飲水が続く。
◦このため隔離を要する状態である過飲水。
◦コップを預かろうとすると不穏あり。
◦Zelle（＝隔離室）でみる。
◦�多飲あり、1日10 L近く飲水していると推測されるが体
重変動は起床時～20時で＋1.8 Kg。

◦ �入院時L/b（Labo＝検査データ）で電解質もnormal
（＝正常）。
◦�緊急性ないが、週末にかけて飲水の動向が予測でき
ないため、一時的に隔離開始。

写真　�私に寄せられた身体拘束に関する相談の
手紙の山
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　すなわち、「飲水の動向が予測できない」こ
とを理由に一也さんは隔離室に移動させられて
いる。着目すべきはこれが金曜日である点だ。
土日にスタッフが少なくなることが背景にある
と推察される。翌 10日（土）、11日（日）は静
かに隔離室内で過ごされていた。
　週明け 12日（月）の看護記録をみてみよう。

　この様子を読者である看護師の皆さんはどの
ように感じるだろうか？　隔離された 9日
（金）の「一時的に隔離開始」との記述、そし
てここでの一也さんの「週末って言っとったや
ろ」との発言からは、医師が「隔離は週末の間
だけ」と伝えていたことが推測される（むしろ
解除の目途を言わずに入室させたらそれは虐待だろ

う）。一也さんの「なぐらせろ」という怒りの
淵源は、その約束を破って出してくれないこと
にある。しかし、「じゃあエアーげんこつさせ
ろ」と言い、それを受け止めるだけの関係性が
両者の間にはまだ残っていた。最終的な隔離の
決定は医師が行うものだが、患者さんとの間に
看護師が緩衝材のように存在しているようにも
見える。ここには医師・患者関係と異なる次元
の関係性が成立しているのだ。
　一方で「暴力はよくないですよ」との看護師
の言葉はもの悲しくも感じる。話とは違う隔離に

◦主治医を見ると興奮し怒り出す。
◦�大声で「牛乳屋の店長になりたい」（と言って手を挙げ
る）。

◦「お前脱税か」等と話す内容は滅裂。
◦�隔離処置がイヤでホールに出たいようであり「こんなバ
イ菌だらけの部屋に入れて」「鼻ほじったら手洗いせん
なん」「お前手洗いさせんのか」「週末って言っとったや
ろ」と言う。

◦�興奮して拳を握りしめ「なぐらせろ」というので暴力はよ
くないですよと説明すると「じゃあエアーげんこつさせろ」
といってエイ、エイ、エイ、エイっと周囲の4名に向かっ
て少し笑いながらエアーげんこつをする。

対し、エアーげんこつでなく本当に立ち向かっ
たら、患者さんは即座に制圧されてしまう。圧
倒的な力をもつ“病院”のパワーを背景に「暴
力はよくないですよ」と言われたら反論もでき
ず、せいぜいエアーげんこつで“昇華”するし
かなかったのだろう。だからもの悲しいのだ。

　私なら間違いなく半狂乱になって暴れまくる
に違いない。
　しかし、この関係性が崩れるのが翌 12月 13
日（火）である。一也さんは食後の薬を服用し
た後、看護師から注射をすることを告げられ
る。その時の看護記録をみてみよう。

　ここで一也さんは内服薬を飲んでいたにもか
かわらずさらに注射をされそうになり、「嫌
や！」と拒否をしたが、男性看護師 5名に押さ
えつけられ注射をされてしまう。押さえつけら
れながらも腕を振り払おうとしたり「頭突き」
をする抵抗をした。その日はそのまま入眠する。

　その翌日 14日（水）に何が起こったのか？　

無理やりの注射に抵抗

◦早めに薬を飲んでもらうことには拒否なく応じられる。
◦�内服後注射をする旨を説明すると、「嫌や！」と易怒性
を顕著にみせる。

◦�他病棟の男性職員を含め男性5名で当人の身体を抑
えるも抵抗強い。身体の力み強く、強引に立位をしよう
としたり、腕を振り払おうとする。職員に対し頭突きをす
る行為あり。「身体を抑えて注射するのは駄目やって看
護学校で習わんかったんか～！」「公務執行妨害やろ
～！」等の言動あり。身体を抑えた後、右肩にリントン
1A筋注施行する。

◦�注射後、身体の拘束を解き、職員が退室しようとする際
には殴りかかろうとする動作あり。

落ち着いているのに 
前日の抵抗を理由に身体拘束
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対し、エアーげんこつでなく本当に立ち向かっ
たら、患者さんは即座に制圧されてしまう。圧
倒的な力をもつ“病院”のパワーを背景に「暴
力はよくないですよ」と言われたら反論もでき
ず、せいぜいエアーげんこつで“昇華”するし
かなかったのだろう。だからもの悲しいのだ。

　私なら間違いなく半狂乱になって暴れまくる
に違いない。
　しかし、この関係性が崩れるのが翌 12月 13
日（火）である。一也さんは食後の薬を服用し
た後、看護師から注射をすることを告げられ
る。その時の看護記録をみてみよう。

　ここで一也さんは内服薬を飲んでいたにもか
かわらずさらに注射をされそうになり、「嫌
や！」と拒否をしたが、男性看護師 5名に押さ
えつけられ注射をされてしまう。押さえつけら
れながらも腕を振り払おうとしたり「頭突き」
をする抵抗をした。その日はそのまま入眠する。

　その翌日 14日（水）に何が起こったのか？　

無理やりの注射に抵抗

◦早めに薬を飲んでもらうことには拒否なく応じられる。
◦�内服後注射をする旨を説明すると、「嫌や！」と易怒性
を顕著にみせる。

◦�他病棟の男性職員を含め男性5名で当人の身体を抑
えるも抵抗強い。身体の力み強く、強引に立位をしよう
としたり、腕を振り払おうとする。職員に対し頭突きをす
る行為あり。「身体を抑えて注射するのは駄目やって看
護学校で習わんかったんか～！」「公務執行妨害やろ
～！」等の言動あり。身体を抑えた後、右肩にリントン
1A筋注施行する。

◦�注射後、身体の拘束を解き、職員が退室しようとする際
には殴りかかろうとする動作あり。

落ち着いているのに 
前日の抵抗を理由に身体拘束

翌日の看護記録を見てみよう。

　つまり、保護室内で食事をしたり、薬を飲ん
だり、昼食を食べお皿を返却したりしていたの
に、身体拘束をされてしまうのである。
　この日の診療録にも次のように書かれている。

　なぜ大畠一也さんは身体拘束されなければな
らなかったのか？　そしてその果てにあった
死。私はそれをどうしても受け入れることがで
きない。
　私は精神医療で大切なことは、“見えないも

◦夜間は全体的に睡眠はとれている。
◦�3：30～再入床せず、徘徊や布団上座ったり、停立し
て今朝まで過ごす。大声や不穏行動なし。

◦6：00（再入眠せず過ごす）
◦7：30（薬服用するが意味不明な発言続く）
◦�朝食配膳すると「ミサワホームで何軒家建てた人がお
るやろ」等話し続けるが薬は拒否なく服用する。

◦10：00（表情硬く一方的に話す）
◦�小窓よりNSから声をかけると「契約いはんや」とくり返し
話す。お茶の交換の声かけにも返答もなく表情は硬い。

◦�NSの声かけで手指消毒に応じられ、お茶の交換に応
じられる。

◦12：00（昼食は全量摂取し一方的に話す）
◦�昼食を自室に配膳すると、「仕事の邪魔をするな。ミサ
ワホーム向けに家建てた」と話す。

◦昼食は全量摂取し小窓より返却に応じられる。
◦13：45（転室）
○○Dr
◦前日スタッフへの暴力行為あり。
◦�四肢躯幹身体拘束開始
（転室に抵抗なし）
◦拘束時も意味不明な言動あるも抵抗なし。

◦�昨日もstaffへの暴力があり……検温等かかわりも難し
い抑制の上 followするしかない。

◦四肢・体幹・肩抑制　1日みる。（医師名）

「滅裂」「意味不明」とは思えない

のを見る”ことだと思っている。「ミサワホー
ム」という言葉の中に込められた、自分がかか
わって父と作った家への誇り。「契約いはんや」
と繰り返す言葉の中に込められた悔しさ。どれ
にも“意味”がある。一也さんの言動は本当に
「滅裂」「意味不明」だったのだろうか？
　看護記録と診療録の連関をみる時、医師は自
らの眼でみるのではなく、多くの場合、看護師
の報告を受けて判断をしているようにも見受け
られる。看護師の認識、力量がその人の命をも
左右すると言って過言ではない。
　そして大畠さんは、7日後の 12月 20日（火）
に看護師により身体拘束を解除される。そして
その後、床に倒れているところを看護師に発見
され、そのまま肺動脈血栓塞栓症で亡くなった。

　原告の遺族は、このような経過をたどって死
に至った一也さんへの身体拘束は、法令上の要
件（ア．自殺企図又は自傷行為が著しく切迫してい
る場合、イ．多動又は不穏が顕著である場合、ウ．

ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置す

れば患者の生命にまで危険が及ぶおそれがある場合）

を満たさず、違法であると主張し、提訴した。
　2020 年 1月 31 日、一審の判決言い渡しの
日。私から見ても、法廷にいる裁判官の表情か
らはどのような判決を出そうとしているのか全
く想像がつかなかった。裁判官は短い言葉を発
すると、裁判官席の後方の扉を開けてあっとい
う間にいなくなってしまった。“判決言い渡し”
とはそういうものなのだろう。何が起こったの
かわからないご両親と、傍聴席にいた私の目線
が合ったのを覚えている。急ぎ弁護士が判決文
のコピーを取り、弁護士、ご遺族と一緒に車に
乗り込み、皆で読み込みながら会見場に向かっ

裁判。一審は棄却され、すぐに控訴
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た。頭が真っ白になりながらも必死に文字を
追った。
　一審判決は、「医師には広い裁量があり、身
体拘束の実施要件を定めた精神保健福祉法第
37条 1項基準にも“主として”とあるのだか
ら、本件身体拘束の開始及び継続には何ら違法
性はない」とした。
　「理不尽」
　この言葉が軽いと感じられてしまうほどの結
果だった。

　原告である両親は当然のことながら控訴した。
　控訴理由書にはこのように書いた。「医師は
“どのような治療法を用いるか”“どのような治
療判断をするか”に関してはもちろん一定のア
ローワンス（裁量）がある」が、「今回は、医
師が医療行為を、規律する法令に従って専門家
としての裁量を行使したかが争点である」と。
　その結果、名古屋高裁では、身体拘束の開始
時からの違法を認める逆転勝訴となった。名古
屋高裁の判決文は次のように述べている。

【判決文】
　本件身体的拘束の開始を判断した 12月 14
日午後 1時 45分の時点では、亡一也には診察
に対し興奮、抵抗はなかったこと、本件診療経
過を見ても、同日朝からの亡一也の言動は意味
不明な発言をしたり（午前 7時 30分頃）、「ケイ
ヤク違反や」と繰り返し話したり（同 10時
頃）、一方的に話などしたり（正午頃）する一方
で、薬は拒否なく服用し（午前 7時 30分頃）、
昼食をすべて食べ食器の返却に応じた（正午頃）
というのであり、早朝から暴力的言動は一切見
られなかったことに照らすと、その前日までに

逆転勝訴。名古屋高裁の判決文

看護師に対する暴力行為が見られたことや、亡
一也が大柄な男性であることなどの事情を考慮
しても、本件身体的拘束を開始した時点では、
告示第 130号の「多動又は不穏が顕著である
場合」（第 4の 2イ）に該当するとは認めがたい。

　さらには、人員の確保と身体拘束の重大性の
関連について名古屋高裁の判決文は以下のよう
に述べた。

【判決文】
　被控訴人は、12月 14日のように看護師 8名
での対応と同様な対応を常に継続することは人員
的に極めて困難である旨主張しており、看護記録
中にも、T医師が「マンパワー足りず注射困難な
時は中止とする」と指示をする記載がみられるか
ら（乙 A③〔20頁〕）、必要な場面において十分な
人員を確保できない場合が生じることも想定され
る。しかしながら、亡一也に対して必要な医療行
為を行うといった限定的な場面において、被控訴
人病院には、その都度、相当数の看護師を確保し
なければならないことによる諸々の負担等が生じ
るとしても、身体的拘束は入院患者にとっては重
大な人権の制限となるものであるから、告示第
130号の趣旨に照らすと、患者の生命や身体の安
全を図るための必要不可欠な医療行為を実施する
のに十分な人員を確保することができないような
限定的な場面においてのみ身体的拘束をすること
が許されるものと解され、必要な診察を問題なく
することができた 12月 14日午後 1時 45分の時
点では「身体的拘束以外によい代替方法がない
場合」には当たらなかったものというべきである。

　そして判決は、身体拘束が隔離よりもさらに
人権制限の度合いが著しいとし、以下のように
述べた。

【判決文】
　精神科病院の入院患者に対する行動の制限に
当たっては、精神保健指定医が必要と認める場
合でなければ行うことができないものとされ
（前提事実（4））、精神医学上の専門的な知識や
経験を有する精神保健指定の裁量に委ねられて
いるとしても、行動制限の中でも身体的拘束
は、身体の隔離よりも更に人権制限の度合いが
著しいものであり、当該患者の生命の保護や重
大な身体損傷を防ぐことに重点を置いたもので
あるから、これを選択するに当たっては特に慎
重な配慮を要するものといえ、上記アないしウ
に照らすと、告示第 130号の「多動又は不穏
が顕著である場合」（第 4の 2イ）又は「精神障
害のために、そのまま放置すれば患者の生命に
まで危険が及ぶおそれがある場合」（同ウ）に
該当するとして、12月 14日午後 1時 45分の
時点で身体的拘束を必要と認めた A医師の判
断は、早きに失し、精神保健指定医に認められ
た身体的拘束の必要性の判断についての裁量を
逸脱するものであり、本件身体的拘束を開始し
たことは違法というべきである。

　以上のような判決により一也さんに対しての
身体拘束は医師の裁量の逸脱があるとして、損
害賠償請求を認めた。法廷ではいつも冷静で穏
やかな女性弁護士が涙を流していた。会見で父
の大畠正晴さんは「（息子が入院した）12月 6日
に戻してくれと言いたい」「あの子が浮かばれ
るためにも日本の身体拘束はこれっきりにして
ほしい」と涙を流して訴えた。笑顔はなかった。

　日本の司法は三審制である。被告病院は、最
高裁に上告受理申立てを行ったのだが、驚いた

上告受理申立てを受理せず、 
高裁判決が確定
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【判決文】
　精神科病院の入院患者に対する行動の制限に
当たっては、精神保健指定医が必要と認める場
合でなければ行うことができないものとされ
（前提事実（4））、精神医学上の専門的な知識や
経験を有する精神保健指定の裁量に委ねられて
いるとしても、行動制限の中でも身体的拘束
は、身体の隔離よりも更に人権制限の度合いが
著しいものであり、当該患者の生命の保護や重
大な身体損傷を防ぐことに重点を置いたもので
あるから、これを選択するに当たっては特に慎
重な配慮を要するものといえ、上記アないしウ
に照らすと、告示第 130号の「多動又は不穏
が顕著である場合」（第 4の 2イ）又は「精神障
害のために、そのまま放置すれば患者の生命に
まで危険が及ぶおそれがある場合」（同ウ）に
該当するとして、12月 14日午後 1時 45分の
時点で身体的拘束を必要と認めた A医師の判
断は、早きに失し、精神保健指定医に認められ
た身体的拘束の必要性の判断についての裁量を
逸脱するものであり、本件身体的拘束を開始し
たことは違法というべきである。

　以上のような判決により一也さんに対しての
身体拘束は医師の裁量の逸脱があるとして、損
害賠償請求を認めた。法廷ではいつも冷静で穏
やかな女性弁護士が涙を流していた。会見で父
の大畠正晴さんは「（息子が入院した）12月 6日
に戻してくれと言いたい」「あの子が浮かばれ
るためにも日本の身体拘束はこれっきりにして
ほしい」と涙を流して訴えた。笑顔はなかった。

　日本の司法は三審制である。被告病院は、最
高裁に上告受理申立てを行ったのだが、驚いた

上告受理申立てを受理せず、 
高裁判決が確定

のはその際に被告病院が、北海道から九州まで
の私立精神科病院の理事、院長らの計 56通も
の「意見書」を最高裁に提出してきたことであ
る。「圧」を感じざるを得なかった。そしてそ
の多くの意見書には「（この判決では）日本の精
神医療は崩壊する」とのくだりが見られた。
　しかし 2021 年 10 月 19 日に最高裁は、上告
受理申立てを受理しない決定をし、高裁判決が
確定したのである。

　最後に、残された疑問、課題を端的に述べる。
　一也さんのこの状況で、強制的な注射による
薬物投与は必要だったのか？
　障害者権利条約の観点からも、そもそも“強
制治療”は許されるのか？
　一也さんへの関わりの根底には、ある身体拘
束の指針の本に述べられているような「圧倒的
多数で対応することは相手の戦意を喪失させる
ことにつながる」という考えがあるのではない
か？
　そこには「ケア」という文脈はあるのか？

　最高裁で判決が確定した 1か月後、日本精
神科病院協会は会長自らが記者会見をし、本判
決を「到底容認できない」という声明を発出し
た。もしも「日本の精神医療が崩壊する」のな
ら、その崩壊する「医療」とはなんだろう？
　厚労省は 30年ぶりに身体拘束の基準を定め
た大臣告示の改定を行う提案を行った。改善さ
れるのかと思いきや、これまでにない「治療が
困難」という文言が加わりそうになっているこ
とに、身体拘束の“要件緩和”との批判が起き
ている。 

残された疑問、課題
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［編集部より］この手記を掲載するにあたり、著者名を実名にするか匿名にするかで、編集部では大変迷いました。私
たちとは以前から親交のある方で、人となりを知っていましたし、本文を読んでいただければおわかりになるように、非常に
客観的に物事を分析する力がある方です。この手記を実名で掲載すれば、記述内容の信頼性はさらに増すと思い
ますし、身体拘束がいかに人間の核の部分を傷つけるかが、さらにくっきりとした輪郭を持って示されることと思います。
著者（彼女）自身は当初、実名での掲載を希望されていました（以下、編集部とのやりとりから抜粋します）。

実名でいきたいという意図は、（例えばがんの闘病記などと異なり）「身体拘束を受けたことにより匿名
にしなければならない」というスティグマ性が嫌だったからです。自分くらいはそういうスティグマを持
ちたくない（セルフスティグマは嫌だ）ということです。
それに、自分に拘束経験があるからという理由で就きたい職に就けない社会ならば、社会のほうがお
かしいので、それに従うつもりはない、という意図でした。

全くその通りだと編集部でも考えます。しかし一方で、彼女は今、とある大学の看護学部の学生です。今回の手記を
実名で発表することによって、ここに示されている精神的な不安定さを理由に、将来の職業選択の幅を狭められてしまう
かもしれない、その可能性を編集部は恐れました。
何度も彼女と話し合い、また彼女を応援している方にも相談しました。その末に、編集部では「匿名」という苦渋の選択
をしました。彼女も最終的には同意してくれましたが、もしかしたら編集部の心配を汲んで、今回は意向に沿ってくれた
のかもしれません。
掲載後、やはり匿名では自分の意図が達成できていないと彼女が考えたならば、どこかで実名を明らかにするかもしれま
せん。その場合は、聡明な彼女が決断することですから、編集部では応援したいと思っています。
末尾になりましたが、さまざまなリスクが想定されるなかで困難な体験を記してくださった彼女に敬意を表するとともに、身
体拘束や強制入院にかかわる課題が広く議論されることを望みます。
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「強制入院」の体験を語る

重苦しい梅雨の真っただ中だった。私は精
神科に強制入院（措置入院）となり、入

院期間の 3週間、目一杯、身体拘束を受けて
過ごした。シャバに出てきた後、幾人かの友だ
ちに笑いながら話した。「精神科で拘束受けた
んだけど。ヤバかったぁ」。ヘラヘラするしか
なかった。なぜなら、あの時の圧倒的な絶望感
や怒りや悲しみや孤独は、こうしてあらゆるネ
ガティブな単語を並べてみてももどかしくなる
ほど言葉にできないものであり、言葉にできな
いのだから人に伝えようなんて考えにも無理が
あるからだ。「拘束ってただ動けないだけで
しょ、それくらい大丈夫でしょ」という感覚を
持つ人がいかに多いかを、私は知っている。そ
れはまず、入院期間中接する医療者の内に目の
当たりにした。

言葉を尽くしても伝わらないことを知りな
がら、今こうしてキーボードを叩いてい

るのは、正直に言えば復讐心、柔らかく言えば
悔しさからである。私を拘束した人たちは、今
日も患者たちを拘束しながら、退勤時間になれ
ば職場を出て家に帰り、一家団欒を楽しむのか
もしれない。彼ら彼女らにとって、私はごまん
といる拘束すべき患者の 1人に過ぎなかった
だろう。しかし私はといえば、平板な言葉かも
しれないが「人権を奪われた」としか言えない
3週間のうちに、それによって自分の一部が死
んでしまった人間として、今を生きている。拘
束される前の自分には決して戻れない、何かが
損なわれた状態で還ってきたことを、果たして
「生き延びた」と簡単に言えるだろうか。

私は困難を抱えた家庭で育った。詳細はこ
こでは記さないが、「自分は消えたほう

がいい存在だ」「死んでつらさを無にしたい」
という気持ちは深く胸に刻まれ、どこにいて何
をしていようが通奏低音として私の人生のうち
に鳴り響いていた。
　16歳でついに家庭にも学校にも居られなく
なった私は、支援につながった。それ以来、揺
らぎながらも細い糸を綱渡りしてきた。生きる
ための足がかりは、毎日通う保健室、そして、
オーバードーズとリストカット。オーバードー
ズは、胸をプレス機で潰されるかのようなひど
い感情を意識ごと飛ばすのに役立ち、リスト
カットは、切る痛みや流れる血の赤さと温かさ
によって一時でも意識の向く方向を自分の感情
から体の感覚へとそらすのに役立つ。これらが
なければ私はとっくに死んでいた。それほど生
きるのはキツかった。
　ハタチまで生きているはずがない。そう思っ
ていた私があらゆる手段を使ってその歳を超
え、支援につながってからは 6年余りが経っ
た。存在するべくもなかった周りの世界への信
頼感を地層のように僅かずつ積み重ねていき、
幸運にも安全な親と離れた住まいを得てこころ
が羽を伸ばせるようになった矢先のことだった。

入院開始、すなわち拘束開始の Xデーか
ら 5日前。灰色の空模様にいざなわれて

気分が下がっていた私は、その日深めのリスト
カットをして、総合病院の救急外来に運ばれ
た。処置を受けた後、普段の精神科の主治医と
話し合い、休息を取って調子を取り戻すことや
同居人のレスパイトが必要だということにな
り、主治医と共に入院を決めた。主治医が探し
てくれた病院の都合で入院まで 5日かかるこ
とになったが、結局その 5日間のうちに調子

519vol.24  no.6  精神看護    Nov 2021
閲覧情報：医学書院 10001 2024/12/11 10:32:2243



は良くなっていて、いつも通りアルバイトをし
て過ごした。

Xデー。入院時の診察で、生き延びるため
のリストカットを、医師は衝動性の高い

パーソナリティの表れとして見出した。「拘束
ね。まず衝動行為を抑えないと治療できないか
ら。いい？」厳しい口調に気圧されて、先生に
怒られた小学生のように縮こまって「はい」と
小さく答えるしかなかった。私の状態への一方
的な分析やそれに対する治療方針の説明は、有
無を言わせない早いスピードのうちに終了し、
何がなんだかよくわからなかった。
　拘束は本人の意思によらない強制入院の場合
にしか行われない。そう、だから措置入院と
なった時点で、私の意思なんて、初めから尊重
されるものではなかったのだ。私の意思なん
て、あると想定しただけ邪魔なノイズでしかな
い。あまりにも意に反する方向に物事がどんど
ん進んでいくなか、ひとり無力に取り残される
のは、そう宣告されているのと同じだった。

無力化。それは、拘束が成すことの最たる
効果の 1つであり、医療者が無意識に

使っている手段である。無力化の第一歩は、拘
束具をつける瞬間に始まっている。
　病室に到着してすぐ、体操のマットと同じ固
くごわごわした生地でできた頑丈な拘束具を、
看護師が手慣れた様子で体に巻く。恐怖で固
まっている私をよそに、彼ら彼女らは、にべも
なく拘束具のロックを手早くかけた。このカ
チッという音は、“相手と対話が可能な対等な
人間としての私”が力任せに破壊された瞬間の
象徴として、耳に残っている。

拘束は、羞恥心と共に患者を内側から無力
化していく。拘束を一時たりともはずす

ことが許されなかった当初の私は、トイレに行
く権利さえ奪われた。すべては縛られたまま
ベッドの上で行われた。2～3歳以来となるオ
ムツを履かされ、「トイレはここでしてね」と
当然のようにサラッと言われたのだ。結局、自
律神経がうまく働かないせいか、どうしてもそ
の環境下では排泄できなかった。そこで、尿の
ほうは尿道に管を入れっぱなしにして袋に尿が
貯まるようにし、便のほうは下剤の助けを借り
て便意が来たタイミングで看護師に申し出て
ベッド上でちりとりのようなものを差し込み、
用を足した。文章で書けばそれだけのことだ。
しかし、普段トイレを使っている人間が、排泄
をコントロールされ、排泄物を見られるのは、
尊厳をズタズタに傷つけられる拷問である。

時計のない個室でひたすら天井を眺める 1
日は、とにかく長かった。ナースコール

で「今何時ですか？」と問うては 1時間も
経っていないことに絶望し、夕食を食べてから
いつまでも日が暮れていかないことに心の中で
嘆いたりした。1秒、1秒が苦しみだった。こ
の状態がいつまで続くかもわからず、縛るくら
いならさっさと殺してくれと願った。
　このような環境に置かれるという構造そのも
のが、力で患者を組み敷く恐怖政治になってい
るのだ。少しでも医師の思い通りにならなけれ
ば、この生活が延びるかもしれない。どんなに
強い怒りを感じていてもそれを行動に表せば、
拘束が追加されるかもしれない。相手が植え付
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ける苦しみを、相手が植え付ける恐怖によって
抑え込まされる経験は、暴力を振るわれて黙ら
されているのと何ら変わらなかった。

恐怖政治が具現化した、忘れられない日が
ある。入院して 1週間が経ち、初めて拘

束を 2時間だけはずすことが許可された日の
ことだ。その 2時間を、デイルームで漫画を
読んで過ごした後、看護師に「そろそろ時間だ
から部屋に戻るよ」と告げられ、再び拘束を受
けた。
　さっきまで何ともなく過ごしていた人間の体
に、流れ作業のように拘束具がつけられてい
く。何ならこれからアルバイトだってできるだ
ろうコンディションの今の自分が、1秒でも拘
束を受けるのは、ただの人権侵害に過ぎない。
それを甘んじて受け入れるのは難しかった。
　加えて看護師は、以前より胴をきつく縛り
ロックしたのだ。拘束がきついと当然お腹の痛
みや擦れなどの違和感も強くなれば、横を向く
時も、ご飯で起き上がる時も可動域が狭くな
る。この無頓着な加害が私にとどめを刺した。

誰も私を人間として評価していない。誰も
私が感じている痛みと絶望を知らない。

この打ち震えるほどの大きな悲しみと怒りを、
自分の内に秘めておくことが誰にできるだろう
か。それでも、抵抗を顕にしたら拘束を追加さ
れるのは明らかなので、必死の妥協策として枕
元に置いてあったタンブラーをシェイクしてな
んとか感情を紛らわした。ところが、床に漏れ
た水飛沫をみて、看護師はすぐさま医師を呼ん
だ。「これは衝動行為ね」「明日から拘束の解除
はできないから」。医師の一声は、わずかに残
されていた、拘束がだんだん解除されていくと

いう希望をあっけなく潰した。
　絶望のあまり、この時の記憶は曖昧になって
いる。拘束されないために、という思いで取っ
た行動もあえなく“衝動行為”と認定され、拘
束の継続につながったのだ。もう、いつ拘束が
はずれるのか、いつこの地獄のような場所から
逃げられるのか、全くわからなくなってしまっ
た。
　拘束が早くはずれるようにと、この状況に適
応した良い子を振る舞う意思の力はガラガラ崩
れ、仮面の奥にいた自分が必死で訴えた。なぜ
このような扱いを受けねばならないのか。なぜ
医療者は全く聞く耳を持ってくれないのか。そ
ういったことを言ったと思う。ベッドに縛りつ
けられながら「助けてください」と嘆願する私
をよそに、医師は去り際に「病院の物を壊した
ら弁償してもらうからね！」とありもしないこ
とを叱りつけていった。そして、この一連のエ
ピソードは躁の症状として片付けられた。何も
かもが病気の名の下に封じ込められた。

状況の救いようのなさに、私は声を上げて
わんわん泣いた。泣き声を聞きつけた看

護師がやって来て言った。「泣くのはいいけ
ど、他の患者さんがびっくりするから声は出さ
ないでもらっていい？」。私がなぜ泣いている
かには関心もないのだろうか。「あなたには拘
束をされている人の気持ちがわからないでしょ
う」。そう言ってみると「うん、わからないよ」
とバッサリやられる。あぁ、またやってしまっ
た。この人たちに共感を求めることほど愚かな
ことはないのだ。
　私の話す言葉は日本語のはずなのに、誰にも
届かない。どんな感情の発露も、医師には握り
潰され看護師にはいなされて、宙に消えてい
く。どんな必死の願いもはね返るばかり。違う
国にひとり放り込まれたかのように、誰とも共
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通の言葉を持たず、通じ合うことはない。

本当に孤立無援で、周りの人は皆、敵だっ
た。スマホも持ち込めず、誰とも連絡を

取ってはいけないといういわゆる「通信制限」
という措置のせいで、親しい人との連絡はもう
ずっと絶えていた。私の周りにいたのは、私の
状態にレッテルを貼っては拘束を指示する医
師。そして、「ごめんね、先生の指示のもとに
動いていているから」と眉尻を下げて言う師長
を筆頭に、指示という名のもとに拘束を実行す
る看護師。それだけしか存在しない世界だった。
　敵の世界にひとり封じ込められていると、外
の世界に対する信頼も薄れていく。今までどれ
ほど長年身近にいて優しくしてくれた人に対し
てさえも、だ。もう私のことを忘れてしまった
のではないか。何で助けに来てくれないのか。
当時の私にとって、私を拷問から救い出してく
れない時点で、彼ら彼女らは敵の側に居るもの
として感じられた。

最後の最後の切り札は、患者の権利として
渡されていた、退院や処遇改善を要求す

ることのできる「精神医療審査会」の連絡先
だった。私はナースステーションの電話の子機
を借りて連絡し、届いた白紙の依頼書を記入し
た。先の尖ったボールペンは危険だから手にし
てはいけないとされ、先の丸い蛍光ペンでご
ちゃごちゃと拙い字を連ねた（資料）。

この手紙は結局出されることがなかったか
ら、手元に残っている。順番待ちのた

め、審査に 2～3か月かかると電話口で言われ
て、ふざけた話だと思って諦めたのだ。しか
も、退院後に知り合いの精神科医に聞いてみた
ら、審査で病院側の判断が覆るケースはほぼな

い、ということだった。手紙を出しても意味が
なかったのだ。拘束されている患者の 1秒 1
秒は、生き地獄でありながら医療者の権力のも
とに封じ込められ、顧みられることはない。
　こうして私は完全に“モノ”に成り果てた。

〈退院及び処遇改善請求に関する意見書〉

※ ボールペンが許されていないので蛍光ペンで失礼い
たします。

【請求を行う理由について】
　私は拘束の即時解除及び退院を求めています。ま
ず、身体拘束を行う通知書には「自殺企図・自傷行
為が切迫している」と書かれていますが、入院時すで
に切迫した希死念慮はなく、誤ったアセスメントがなされ
ていたと言えます。また、入院日前日まで8 h/日のアル
バイトを行っており社会生活能力も十分保たれていたの
にもかかわらず、全身の清潔保持から排泄に至るまで
を任さざるを得ない著しくプライバシーを侵害、人権を
侵害された状態におかれたことは、不当極まりなく、私
に大きな心的外傷を与えました。また、入院後も「現
在の」私のアセスメントを怠ったまま「薬剤の調整のた
め」という本来とは違う目的のため、拘束を解除しませ
んでした。重ね重ね、これは不当な拘束であり、人権
侵害にあたり、即時解除を求めます。

【退院請求の場合は、退院後どうするのか詳しく具
体的に書くこと。なお、処遇改善請求の場合は、
自由に意見を書いてください】
　退院後は通っている大学で研究等を行う他、介護
ヘルパーやクリニックの予診とり等のアルバイトをして過
ごす予定です。そのためにも（単位取得やバイトの継
続）できるだけ早期の退院が、社会生活に直結しま
す。また、数時間でも、1日でも、人権が守られること
は当然のことです。この病院には全くそのような姿勢が
みられません。即時拘束が解除されるよう、私を助けて
ください。病院では孤立無援です。

資料
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特集

「強制入院」の体験を語る

　拘束生活をやりすごすためには、意思、感情
なるものは大きな邪魔だった。自分はそれらを
持つに値しない存在であることも、思い知らさ
れていた。そして現に、縛られて天井を眺める
時間は、それらの芽を 1つ 1つ丁寧に摘み
取った。

毎日律儀にも「今自分を傷つけたいとか、
死にたいとか、そういう気持ちはありま

すか」とすっかり形骸化した質問をしてくる看
護師に、「ないです」と答えるだけの日々に
なっていた。この質問に正直に答えて、生き地
獄を自ら引き延ばす人がいるとは思えなかった。
　“モノ”になってからは、私は自発的に言葉
を発することをやめ、周囲に期待し助けを求め
ることを一切やめた。いつもよりきつく縛られ
ようと、私はゴミなのだから、と溜飲を下げ
た。胸のあたりは常に空虚で、あらゆる悪意や
ひずみを吸い尽くすブラックホールと化してい
た。

この生活で得たものは何だったのだろう
か。拘束のもとで、こころに湧き上がる

ものは逐一粉々にされ抑え込まれた。私の周り
の人から見れば、リストカットの傷跡がなけれ
ば、身体が死ななければ、それでいいのだ。一
方私にとっては、こころこそが住処であり、そ
れを必死に保つために身体を切るのであって、
あらゆる手段を封じ込められた時のこころの死
こそが死であった。この点でも、“こころの専
門家”であるはずの精神科医をはじめとする周
りの人が、見かけでわかる行動ばかりに注目し
て、それを抑えようと働きかけるのは侵襲的に
感じられた。
　権力性と恐怖心を必然的に伴う拘束は、死に

たい気持ちや“病気”に対する治療どころか、
懲罰にしか思えなかった。そしてこの懲罰は、
自傷他害のリスクをゼロにと相手を抑えつける
方向に進んでいく「管理のメガネ」と、どんな
言動も症状としてカテゴライズして病者である
ことを強化する「病理のメガネ」で成り立って
いた。そうして蝕まれ続けて 3週間、私は静
かな“モノ”と化し、懲罰は終わった。

死にたい気持ちや“病気”への対応が、懲
罰と感じられるものであってはならな

い。そう思っていない人が多いからこそ、少な
くとも私ひとりくらいは大声で言い張らなくて
はならない。他の人には忌むべきものや理解で
きないものに見えても、当人は自分なりの物語
を持ってその状態に置かれている。懲罰を受け
る理由も、懲罰によって改善する理由もない。
　私が大事にしてほしかったことは、自分なり
の物語を持った人間として認識してもらうこ
と、その物語について通じ合う言葉で誰かと話
し合うことだった。例えば、育ってきた環境、
それによって染み付いた考え方、今現在感じ
取っている世界、自傷に至るまでのトリガーの
数々。こういった断片化した物語の存在を認識
し、共に考え、編み直す必要がある。ところ
が、そこに取り組んでくれる支援者やコミュニ
ティに出会う機会は未だ少ない。

退院日。3週間ぶりにシャバに出ると、呼
吸も苦しいほどの熱気が体にまとわりつ

いた。寝たきり生活で筋力の落ちた足は、自分
の体を支えるのに懸命だった。病院にやって来
た時とは別世界だった。
　別世界は、いつまでも通常の世界に戻らな
かった。私は常にガラス越しに世界と相対して
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いるように感じていた。
　「おかえりーー‼　寂しかったよ」とハグで
迎えてくれる人にも、あの時の「自分は孤立無
援だ」という感覚や「一番信頼するこの人にさ
え私の経験は何も伝わらないのだ」という確信
が水を差し、体を固くするしかなかった。「拘
束のどこがつらかった？」と問う人には、拘束
の何たるかを想像できない敵を思い出して言葉
を失ったし、「大変だったね」と慰める人に
は、大変という言葉の軽さに温度差を感じた。
唯一、「拘束はどんな人に対してもやっちゃい
けない」という大学の教員の言い訳のない言葉
だけが、風穴を開けてくれた。

退院して1か月ほどが経った今。死んでい
ないからこれを書いているし、リスト

カットもしていない。それを医療者たちは、
「希死念慮の強くなる躁と鬱の混合状態を入院
で乗り越えた」と言うのかもしれないし、「拘
束によって衝動のコントロールがうまくなっ
た」と言うのかもしれないし、「薬剤調整がう
まくいった」と言うのかもしれない。
　何もやらかさないのを見て「最近調子いい
ね」と言われるたび、世界との間にあるガラス
は厚くなる。今も私の内部にあるのは、あの時
の記憶である。生きるための手段は、抑え込ま
れている。周りの人に何かを伝えることにも、
無力さを感じる。ふいに明日死ぬのかもしれな
いし、このまま歳を重ねるのかもしれない。ど
ちらにしろ、やっぱり私は何かが欠けている。
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